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はじめに  

 

私は、日本原子力研究開発機構が「もんじゅ」の保守管理上の不備に関して

原子力規制委員会から「保安のため必要な措置命令」及び事実関係調査等に関

する「報告命令」を受けたことを報道で知った一昨年１２月以来、事態の経過

に強い懸念を抱いていました。年が改まって、さらに「保安のため必要な措置

命令」及び「保安規定の変更命令」が発せられ、文部科学大臣からは「もんじ

ゅ」の点検時期超過事案への取組について是正措置が要求されるに至り、事態

の推移に憂慮を深めていたところ、５月にＪ－ＰＡＲＣハドロン実験施設で放

射性物質の施設外漏洩事故が発生しました。そのような厳しい状況のなかで機

構理事長を命じられ、組織の根本的な改革を図るという重責を担うこととなり

ました。 

その後直ちに、文部科学省から示された改革の基本的方向に基づき「日本原

子力研究開発機構の改革計画」を策定し、「原子力機構改革本部」及び「もんじ

ゅ安全・改革本部」の設置を行い、１０月からは 一年間を集中改革期間と定め、

機構全役職員と共々改革実現に向けた活動を開始しました。改革計画に見られ

る課題の範囲、対策の多様さ、その規模等からは、今回の改革が機構及び職員

個々に如何に重い意味を持つものであるかを考えると、あたかも嶮しく困難な

岩壁に立ち向かうかのような緊張感を覚えました。 

平成２３年３月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故は、長年原

子力に携わってきた者として、私自身にも真に衝撃的な出来事でした。福島県

における環境の一刻も早い回復と事故炉の速やかな廃止措置を衷心より希求す

るものです。しかし私は、この経験を深く受け止めた上で、今後の人類文明に

おいて原子力エネルギーが適切な役割を果たし続けるものと考えます。原子力

の総合的研究開発機関である機構は、従って、原子力利用の「現在」を確実に

支えるとともに、その「将来」を見越した先見的研究開発を進めること、その

ための科学的・技術的成果を積み重ねることを使命ととらえ、集中改革期間に

あっても、質の高い研究成果を創造し、産業の高度化に貢献する技術開発を先

導し、同時に原子力安全向上への絶えることのない追求の手を緩めてはなりま

せん。その意味で私は、機構運営の責任者として、機構役職員が改革と本来の

創造的営みを同時並行して進める困難にひるまず立ち向かい、努力を尽くして

いることに深く感謝します。 

私自身、職員各層の改革への取組に耳を傾け、また、彼らが取り組んでいる

業務の実情を彼らの口から直接聴きたいと願い、出来るだけ多くの職員と対話

を行ってきました。また、拠点や組織の長にある職員には改革によって何が見
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えてきたか、何が変化したか、と問いかけ、改革の成果を別の角度から把握す

ることを試みました。 

機構改革がもたらした変化を私の感じたままに述べれば、まず改革計画にお

いて意図した施策がほぼ実行され一定の効果が見られたことであり、そして機

構内の様々な部署で業務の態様に応じた確かな変化が見られるとともに職員一

人ひとりが組織や業務や安全に対する意見を率直に発言し始めたことです。 

しかしながら、「もんじゅ」については、安全性向上の方向性と内容を明確に

することが出来たとはいえ、その実践において未だ課題を残す結果となりまし

た。高速炉技術開発における「もんじゅ」の重要性に鑑み、改革の完遂・定着

に向けて、私自身役職員の先頭に立って、引き続き改革活動に集中して取り組

む決意です。 

また、改革の終盤に至って火災、放射性物質の漏洩等の事故・トラブルが相

次いで発生したことは痛恨の極みです。安全意識の高まりが漸く実感されてき

た折から、このような事案の発生で改革の流れに水を差すことがないよう、職

員に対して一層の注意努力を指示したところです。他の改革項目についても今

後更にその推移を見守り、逸脱や劣化を防ぐ努力を怠ることは出来ません。絶

えざる改善、向上を求めることは、あらゆる業務の遂行に内在する必然的要請

です。 

今回の改革の基本的目的は機構の原子力安全意識の再構築と使命の再確認を

通じて機構の再生をはかる企てでした。いま当初設定した集中改革期間の終了

時期を迎え、機構はこの改革の成果を最大限活かし、社会からの厳しい建設的

批判を糧としつつ、本来の使命達成に向けた再挑戦が可能になったと信じてい

ます。 

 

平成２６年９月３０日 

独立行政法人日本原子力研究開発機構 

理事長 松浦 祥次郎 
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 － 集中改革の成果と今後の対応の概要 － 

 

本報告書の構成は、独立行政法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機

構」という。）に関する今回の改革を大別して、第Ⅰ部で原子力機構全般に係る

取組について、第Ⅱ部で高速増殖原型炉もんじゅ（以下「もんじゅ」という。）

に係る取組について詳述している。 

 

平成２４年１１月に発生した「もんじゅ」の保守管理上の不備の問題及び平

成２５年５月に発生した大強度陽子加速器施設（以下「Ｊ－ＰＡＲＣ」という。）

での放射性物質漏えい事故に端を発し、原子力機構の組織体制・業務を抜本的

に見直す状況となったため、文部科学省に「日本原子力研究開発機構改革本部」

（本部長：文部科学大臣）が設置され、昨年８月８日に「日本原子力研究開発

機構の改革の基本的方向」が取りまとめられた。これを受け原子力機構は、昨

年９月２６日に「日本原子力研究開発機構の改革計画」（以下「改革計画」とい

う。）を策定し、これに基づき１０月から一年間の集中改革を開始した。 

今般の改革は、我が国における総合的原子力研究開発機関として東京電力福

島第一原子力発電所事故（以下「東電福島原発事故」という。）以後の原子力利

用開発再構築の中核的任務を担うべき原子力機構が、安全を最優先とした組織

として国民の信頼を回復すべく、自らの事業の組立て及び業務運営の方法全般

にわたる再検討とそれに基づく改善・向上を図るため、 

「もんじゅ」及びＪ－ＰＡＲＣの改革に加えて、 

１）組織体制の抜本的再編を含む経営の強化 

２）職員意識の向上と業務改善 

３）事業全般にわたる重点化・合理化 

４）安全確保活動と安全文化醸成の強化 

を目指したものである。 

 

改革計画に従い、原子力機構改革検証委員会（委員長：木村孟 元東京工業大

学学長）及びもんじゅ安全・改革検証委員会（委員長：阿部博之 元東北大学総

長）からの指摘も踏まえながら、昨年１０月から本年９月までの一年間にわた

る集中改革期間において、理事長が先頭に立ち役職員全員が改革活動を実施し

てきた結果、計画した全ての活動に取り組み、後述の事例に見られる一定の成

果を得つつある。 

また、集中改革期間中に３回実施した職員等に対する意識調査の結果では、

改革の意義、実感、自信や職場での改革の議論などの設問への回答で向上が確
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認でき、また役員との意見交換でも改革意識の高まりを確認できた。これは改

革が職員へ着実に浸透し意識が変化しつつあることの表れとみられる。 

このように、安全を最優先として、適切なリスク管理の下で、研究開発成果

の最大化を図る組織体質へ変わりつつあり、今後はこの改革の定着に向けフォ

ローアップを確実に行っていくことが重要である。反面、この一年間の改革活

動の中で、改革を定着させていくための課題やいまだ残存している課題も明ら

かになってきている。 

ついては、一年間の集中改革の成果をここで一旦取りまとめ、原子力機構改

革の全般について集中改革期間終了後も改革の定着を図るため原子力機構改革

室を存続させ、ＰＤＣＡサイクルを確実に遂行し、絶えざる向上を追求してい

くこととする。しかし、「もんじゅ」改革については、残された改革の実施のた

め、現中期目標期間（～平成２６年度）の間、集中改革を継続し、改革とその

定着の総仕上げを行う。 

 集中改革期間における各活動の進捗及び今後の課題の概要は、次のとおりで

ある。 

 

 

意識調査結果（抜粋） 
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Ⅰ 原子力機構改革 

１．強い経営の確立 

○ これまでの１３事業所及び１２研究部門等を、重点化した事業別に６つの

部門（福島研究開発部門、安全研究・防災支援部門、原子力科学研究部門、

高速炉研究開発部門、バックエンド研究開発部門及び核融合研究開発部門）

に大きく再編し、部門長に理事を充て執行責任を明確にした。これにより

組織的な機動性を高める体制を整え、改革前に比べて迅速かつ一元的な組

織運営を行う仕組みの強化を図った（本年４月）。 

また、理事長による経営を支援する機能を強化するため、戦略企画室、

安全・核セキュリティ統括部及び法務監査部を設置し、活動を開始した（本

年４月）。 

加えて、法人としての業務運営管理の統一化を図るため、本部組織によ

る統制機能の強化並びに各事業所組織との連携及び情報共有の改善を推

進した。 

○ これらはトップマネジメントによるガバナンスの強化に資するものであ

り、従来運営上の課題であった「弱い経営」を解決する組織的基盤を整備

できたと考える。 

○ 一方、指示・連絡系統や事務手続の流れの混乱等、組織再編に伴う初期課

題が明らかとなっており、これらの課題は着実に改善していく。 

なお、本年４月に組織再編が調わなかった敦賀地区については、「もん

じゅ」保安規定の変更を経て、本年１０月１日に再編を実施する。 

 

 

組織再編後の体制 
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２．職員による改革活動、職員の意識向上 

○ 職員一人ひとりが自らの問題として改革に向き合い、意識の向上を図るべ

く、全課室において改革意識の浸透、業務の棚卸・合理化・効率化、安全

確保・安全文化醸成、人材育成・技術継承等に係る実務上の改善に取り組

んだ。その結果、今般の改革を「もんじゅ」及びＪ－ＰＡＲＣのみならず、

原子力機構の全職員・全職場にわたる問題として捉える「自己改革」の意

識の向上が見られた。 

さらに、組織の活性化を図るため、本部組織を中心として原子力機構全

体に係る業務の改善を行うとともに、人事評価結果の反映幅や人材育成に

ついて制度・運用の改正を実施した。 

○ 前項の組織再編という制度面での改革に加え、このような各職場及び職員

自らによる業務改善や人事制度の改正等を併せて開始したことは、不断に

自己改革できる組織、社会から信頼される組織へ生まれ変わる第一歩とし

て、大きな意味を持つと考える。 

○ 理事長以下役員が全事業所を延べ１３６回訪れ、職員１,３０７名と直接

対話を行い、真摯なコミュニケーションを重ねた。その結果、集中改革期

間終盤には「職員一人ひとりの意識改革や業務の質の向上が必要」といっ

た意見が増え、ここにおいても自己改革意識の浸透が確認できる。 

○ 今後、集中改革期間終了後も継続的に業務運営の改善を行い、常に業務の

質の向上を求める姿勢及び意識の定着を図る。 

 

役員と職員の意見交換会 
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３．事業の重点化・合理化 

○ 我が国唯一の原子力に関する総合的研究開発機関として、自らの使命を再

確認し、その責任を果たすべく、環境回復及び廃炉事業に関する東電福島

原発事故への対応について、原子力機構内の関連部署を結集して組織体制

を再編・拡充し、最優先で取り組んでいる。また、「もんじゅ」について

は、人的・予算的経営資源を優先的に投入し、事業の重点化を図った。 

○ 一方、事業の合理化については、次のとおり対応を進めた。 

○ 核融合研究開発及び量子ビーム応用研究の一部について、文部科学省の方

針を踏まえ、他法人へ移管する方向で調整を進める。これによって原子力

機構の事業範囲は相当程度合理化され、核分裂エネルギー関連分野へ重点

化されることとなる。 

○ 再処理技術開発に関しては、核燃料サイクルの推進を基本的方針としてい

る「エネルギー基本計画」に基づき、六ヶ所再処理工場への技術支援、再

処理に係る高度化開発、基礎・基盤技術開発を継続・推進する。 
東海再処理施設については、使用済燃料のせん断、溶解等を行う一部の

施設の使用を取りやめ、次期中期目標期間（平成２７年度～）中に廃止措

置計画を申請する方向で検討を進め、再処理施設等の廃止措置体系の確立

に向けた技術開発に着手する。また、これと並行して施設のリスクを低減

させる活動として、高レベル放射性廃液のガラス固化処理等、施設内に保

有している放射性廃棄物への対策を進める。残るふげん使用済燃料等は、

少量かつ軽水炉とは異なる特別な炉型のものであることから、これらの処

理については海外委託の可能性を視野に諸課題の解決を図っていく。 
リサイクル機器試験施設（ＲＥＴＦ）については、当面、ガラス固化体

を最終処分場に輸送するための容器に詰める施設としての活用を図るこ

ととし、具体的検討を進める。 
○ 深地層の研究施設での研究開発（地下研事業）については、瑞浪及び幌延

それぞれにおける調査研究の成果を前倒して取りまとめ、必須の課題に絞

り込むとともに、瑞浪では、必須の課題は、現在掘削が終了している深度

５００ｍまでの研究坑道で実施できることを確認し、事業の合理化の方向

性を得ることができた。 

○ 高速炉サイクルの研究開発については、「もんじゅ」の自立した運転管理

体制の確立及び運転再開への取組を最優先することとし、並行して進めて

いる「もんじゅ」後の実用化に向けた研究開発は安全強化及び廃棄物減

容・有害度低減に係る研究開発に重点化して国際協力の積極的活用により

合理化・効率化を図っていく。今後も「もんじゅ」の進展や状況に応じて

高速炉研究開発部門内の経営資源（予算・人員）を「もんじゅ」に集中投
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入していく。 

○ 先端基礎科学研究については、従来１１のグループ・研究テーマに細分化

していたものを原子力科学の中心課題であるアクチノイド先端基礎科学

及び原子力先端材料科学の２研究分野に集約化することとした。 

○ 改革計画において廃止対象に位置付けた研究炉ＪＲＲ－４など６施設に

ついては、廃止措置の基本方針を策定した。加えて、核燃料物質取扱施設等

について重点化・集約化の検討を進めた。 

○ これらの事業の重点化・合理化の検討を通じて、事業規模の適正化への明確

な道筋を示すことができたと考える。 

今後も戦略企画室及び６つの部門を中心に事業の重点化・合理化に取り

組んでいく。 

 

４．安全確保、安全文化醸成及び核セキュリティ文化醸成 

○ 理事長は、安全文化に関して職員一人ひとりの意識向上を図るため、安全

最優先の組織への変革を目指した「松浦宣言」を定め、役員と職員との直

接対話を積み重ねることなどで、職員への浸透を図った。また、この直接

対話や職員の意見を収集する「理事長安全提案箱」の設置により、経営と

職員との双方向のコミュニケーションを強化した。さらに、安全文化の維

持向上のために職員一人ひとりが何をすべきかについて、ＩＡＥＡの「安

全文化」（ＩＮＳＡＧ－４）の解説資料を作成し、各事業所内での教育活

動等で活用した。 

○ 安全統括機能の強化について、施設の実態並びに安全文化及び核セキュリ

ティ文化の劣化兆候を把握する機能を強化するため、意識調査や意見交換

等モニタリング機能の改善を図るとともに、理事長の意思決定支援として、

理事長の裁量の下で機動的に安全確保や核セキュリティ確保のための対

策が講じられるよう、事業所の施設・設備の調査を行い、かつ役員巡視の

結果も踏まえ、緊急予算措置を実施した。 

○ 安全文化醸成活動等について、より実効的な活動となるよう、形骸化、有

効性の確認等の総点検を実施し、原子力機構全体で活動を約１割削減し、

活動の重点化・効率化を図った。 

○ これらの活動を通じて、組織及び職員一人ひとりに安全文化醸成の意識が

確実に浸透し、一層の施設・設備の安全確保もなされると考える。なお、

安全文化は、「これで完了」と思った瞬間から劣化が始まるため、「職員一

人ひとりの意識が重要である」との認識の下、職員の意識向上を図る活動

を不断に継続する。 

○ しかしながら、本年７月から９月にかけて相次いで発生している火災、放
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射性物質の漏えい等の事故・トラブルについて、かかる事態の重大性を認

識し、理事長は、全職員に対して、作業における安全確保と施設・設備の

安全管理を徹底し、事故・故障の未然防止に努めることを指示した。これ

を受け、全事業所長は、直ちに職員等の安全意識の引き締めを図るととも

に、施設・設備の一斉安全点検を実施している。今後、安全・核セキュリ

ティ統括部は、一斉点検の結果及び一連のトラブルの原因究明の結果を踏

まえ、老朽化した施設・設備の点検方法や保全方法の改善など、より抜本

的な再発防止対策を講じていく。 

 
理事長による安全巡視 

 

５．Ｊ－ＰＡＲＣ改革 

○ Ｊ－ＰＡＲＣがパルス当たり世界最大級の電流値を持つ大強度陽子ビー

ムとそれに伴う潜在的リスクを有し、かつ、原子力機構と高エネルギー加

速器研究機構（ＫＥＫ）という異なる二機関を母体とすることを念頭に、

両機関による運営の一体化を図るとともに、安全の定着と深化を中心に据

え、ハード及びソフトの両面にわたって改革を進めてきた。 

○ 具体的な対策として、ハード面では、５０GeVシンクロトロンの電磁石誤

作動防止策、ハドロン実験施設の気密強化等の施設の安全対策をほぼ完了

した。ソフト面では、副センター長（安全統括）の設置等による安全管理

や安全評価に係る体制強化及びマニュアルにおける判断・通報基準の明確

化等による緊急時の対応手順の明確化を図った。また、安全教育、緊急時

対応訓練等の安全文化醸成活動を継続的に実施している。さらに、二機関

の共同運営に伴う課題については、人事評価の一元的実施等によるセンタ

ー長のリーダーシップの強化や原子力機構とＫＥＫの両機関合同事故対

策本部の設置等の対策を実施した。 

○ 今般の改革を機に、意識調査等の結果から、Ｊ－ＰＡＲＣセンター各職員
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に大規模実験施設の運営に必要な安全意識の高まりが認められ、今後は、

その定着と深化に向けた取組を継続的に実施していく。 

 

 

５０GeVシンクロトロン及びハドロン実験施設の安全対策 

  

Ⅱ「もんじゅ」改革 

１．長期停止により抱えた「もんじゅ」の課題 
○ 「もんじゅ」においては、高速増殖炉の実用化に向けた国家プロジェクト

として研究開発が推進されてきたが、平成７年のナトリウム漏えい事故以

降、長期にわたって運転が停止し、この期間において、電力会社からの出

向者が減少していく中で、十分な職員の配置や育成が実施されてこなかっ

た。また、問題発生の都度、外部から多くの指摘を受け、これらに対する

対応を繰り返すうちに、自ら課題を摘出し、自ら改善する取組及び姿勢が

薄れてしまった（受け身的体質の形成）。こうしたことから、組織として

のマネジメントが的確に行われず、職員個々の技術力や自ら定めたルール

を守る意識等の低下を招き、保守管理及び品質保証に係る体制やマネジメ

ントが十分とは言えないものとなった。 
○ さらに、そのような状況の中、平成２０年８月に「もんじゅ」に適用され

る「研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する

規則」が改正され、約４か月後の平成２１年１月から保全プログラムに基

づく保全活動に対する検査制度が導入されることとなった。電力会社にお

いては軽水炉について十分な経験に基づき時間をかけて保全計画を整備

したが、「もんじゅ」においては、平成２０年８月に保全プログラム策定

作業を開始したため策定作業期間が短かったことや、「長期停止状態にあ

り、十分な運転・保守経験を有していないこと」、「ナトリウム冷却高速増

殖炉の原型炉であるため、国内に十分な保全に関する経験がないこと」、

「軽水炉にない系統・設備（ナトリウム系等）を有していること」等によ
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り、実効性の観点から十分検討された保全計画ではなかった。また、計画

策定後には、保全の最適化に向け、設備健全性確認結果、点検履歴等を基

に点検内容や頻度等の見直しを計画的に図っていくことを考えていたが、

その後も計画どおりに運転することができなかったこと、また業務への品

質マネジメントシステム（以下「ＱＭＳ」という。）導入に関する理解が

十分ではないままに保全プログラムを運用したこと等により、保全計画の

見直しが十分に進まなかった。 
○ このように、保全プログラムが限られた期間と運転・保守の経験等の中で

策定され、最適化に向けた見直しが十分になされなかったことも一因とな

り、改革の発端となった保守管理上の不備問題が発生し、保全計画の見直

しや一部機器の点検が必要な状況に至った。 
 

２．「もんじゅ」改革の経緯 
○ 「もんじゅ」改革は、昨年１０月から本年９月の一年間を集中改革期間と

する「改革計画」において、「体制の改革」、「風土の改革」及び「人の改

革」に関する基本方針を定めるとともに、一昨年１２月及び昨年５月の保

守管理上の不備問題に関する原子炉等規制法第３６条（現第４３条の３の

２３）第１項の規定に基づく「保安のために必要な措置命令」（以下「保

安措置命令」という。）や原子炉等規制法第３７条（現第４３条の３の２

４）第３項の規定に基づく「保安規定の変更命令」（以下「保安規定変更

命令」という。）等に対する対応も包含しつつ、改革を計画的に推進する

ため、「『もんじゅ』改革の基本計画」及び「『もんじゅ』改革の実施計画」

を策定し、改革の進捗の節目には「もんじゅ安全・改革検証委員会」によ

る検証結果を取り入れながら改革を進めた。 
○ 保守管理上の不備問題に対しては、昨年９月に未点検機器の点検を全て完

了し、同１１月には保安措置命令に対する報告を行い、これらをも踏まえ、

改革の推進と定着を図る予定であった。当初は、概ね予定どおり、同１１

月に保安措置命令に対する報告を、同１２月に保安規定変更命令に対する

保安規定変更認可申請を原子力規制委員会に提出したが、その後の保安検

査の結果において、点検実施の管理状況及び不適合処置等の保守管理及び

品質保証に係る業務の改善が十分ではないことから、保守管理体制及び品

質保証体制の再構築並びに保全計画の見直しが未だ途上であるとの評価

を受けた。このため、保全の有効性評価等の技術的な妥当性について再度

精査し、必要な点検を実施するとともに、保全計画の見直しを含む保守管

理方法や業務の進め方の見直しを実施した上で、改めて原子力規制委員会

に報告することとし、現在も作業中である。一方で、多くの「もんじゅ」
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改革の対策については、実施計画に基づいて改革活動を着実に進め、一定

の成果を得てきた。今後は、一年間の改革の成果と今後の課題を明らかに

する総括を行った上で、その解決を図るとともに、改革活動の定着を図り、

職員一人ひとりの意識及び組織の安全文化の水準を一層高めていく必要

がある。 
 

３．「もんじゅ」改革の成果と今後の課題 
○ 「体制の改革」については、理事長による強力なトップマネジメントによ

り、保守管理に必要な経営資源（予算・人員）を追加措置するとともに、

メーカや協力会社との連携強化、電力会社の技術者による技術指導を通じ

て発電所運営管理の向上を図った。また、保守管理上の不備に対し、点検

を管理する電算システムである「保守管理業務支援システム」を導入し、

点検期限内での点検実施を確実に管理できるよう改善を図った。 
さらに、「もんじゅ」を運転・保守に専念させる等の組織再編について

は、改革を加速させるために不可欠なものであることから、保安規定変更

命令に対する対応とは切り離し、本年１０月１日に実施する（図１）。 
今後の課題としては、現在進めている、過去の点検実績や保全の有効性

評価等の再確認を踏まえた必要な点検の実施と保安規定上プラント低温

停止時に機能要求のある設備について技術根拠に基づく保全内容の見直

しを保全計画に反映する必要がある。 
○ 「風土の改革」については、理事長や所長が職員と直接意見交換し、トッ

プダウンとボトムアップを有機的に組み合わせる活動を行ったことから、

安全を最優先とする意識の浸透が図られつつあり、定期的な意識調査等に

おいても、安全文化に係る各要素について維持又は改善傾向が認められて

いる。 
今後の課題としては、未だＱＭＳに従った業務遂行の習慣が十分に根

付いていないことから、特に法令や規定等の遵守に重点をおいて、今後

も安全文化醸成活動を継続していく必要がある。また、業務の高い品質

が確保できるよう、品質保証に係る「もんじゅ」内での横断的な調整機

能（以下「横串機能」という。）の強化が必要であることから、そのため

のＱＭＳ文書等の見直しや品質保証活動に係る定期的な監査等に取り組

んでいく必要がある。 
○ 「人の改革」については、専門的技術力の向上に加え、運転再開を見据え

た計画的な人材の育成を図るため、運転及び保守担当者の育成計画を策定

し、運用を開始した。育成計画は、現場の実践教育（以下「ＯＪＴ」とい

う。）を継続し、強化することによって技術力を高められるように改善し
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た。 
今後の課題としては、中長期的な観点から「もんじゅ」に必要な技術

力を確保し、強化できるよう、個人ごとの育成計画に則り、資格取得を

含め、ＯＪＴを中心とした人材育成に継続的に取り組んでいく必要があ

る。 

 
図１ 再編前及び再編後の「もんじゅ」組織 

 
４．「もんじゅ」改革の評価と今後の課題に対する対応と計画 
○ このように、集中改革期間において実施してきた取組結果を自己評価した

ところ、一定の成果が得られ、改革計画に示したとおりに「中期の取組」

に移行する対策があるものの、集中改革期間中に実施することとした「短

期の取組」の中に引き続き取り組むべき課題への対応が不十分であるもの

が明確になった。 
具体的には、保守管理体制及び品質保証体制の再構築については、過去

の点検実績や保全の有効性評価等を再確認した上で必要な点検を実施し、

これらを反映する保全計画の見直しを実施するとともに、保安規定上プラ

ント低温停止時に機能要求のある設備に係る技術根拠に基づいた保全内

容の見直し作業を本年１１月までに完了する。そして、本年１１月に保安

規定変更認可申請及び保安措置命令に対する報告書を提出できるよう準
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備を加速する。さらに、本年１２月頃から保安検査において原子力規制委

員会の確認を受けられるよう準備を進め、「もんじゅ」の運転再開を目指

した更なる改善と技術力の強化に取り組んでいく。 
○ 以上の状況を踏まえ、独立行政法人としての大きな節目となる現中期目標

期間（平成２６年度まで）終了までの間、集中改革を継続し、改革とその

定着の総仕上げを行う。 
まずは、改革の発端となった原子力規制委員会からの保安措置命令に対

する対策を集中して行い、報告等を再提出して保安検査等で確認を受け、

来年３月までに保安措置命令の解除又は明確な目途を得る。それ以外の改

革についても、対策を具体化し、来年３月までに仕上げていく。 
新しい中期目標及び中期計画が開始する来年４月には、国民から信頼さ

れ、自立的にＰＤＣＡが回る組織に再生した「もんじゅ」として再出発し

ていくことを目標とする。そして、再生した「もんじゅ」は、「不断の努

力により、自発的に安全を追求し、国民の付託に応え、高速増殖原型炉と

しての成果を発信することで、社会への貢献を果たせる組織」を目指して

いく。 
 

  
写真 左：点検の様子 右：もんじゅ安全・改革検証委員会の様子  
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Ⅲ 改革検証委員会による検証結果 
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第Ⅰ部 原子力機構改革 

 

第１章 原子力機構改革による変化及び成果の具体的事例と今後の課題 

 

1. 強い経営の確立 

原子力機構のミッションを的確に達成する「強い経営」の確立を目的と

して（１）複数の研究部門や事業所の間の連携や組織的な機動性を高める

ために事業ごとに組織を大きく再編する「部門制」を導入するとともに、

（２）トップマネジメントによるガバナンスを支援する「経営支援組織」

を設置した（本年４月）。 

組織再編の結果、次のような効果が得られた。 

（１） 「部門制」による機動的な業務運営の実現 

事業の重点化に応じて再編した「部門制」を導入し、６つの各部門

長に担当理事を充て執行責任を持たせた結果、部門長によるガバナン

ス強化、部門内の連携強化による機動的業務運営、研究開発の交流促

進等の一定の成果が表れ始めている。 

一方、組織階層の増加や事業所が複数の部門にまたがることによる

指示・連絡系統の複雑化及び事務手続の煩雑さが一部で発生したが、

これらの課題については、組織再編に伴う初期課題として、指示・連

絡系統の再整理及び事務手続の見直し（規定類の改正、業務フローの

改善等）により着実に解消し、部門制による本来の目的である部門内

の目的共有化及び連携強化をより一層図り、原子力機構のミッション

の的確な達成に寄与する組織体制・運用の継続的改善を進めていく。 

なお、本年４月に組織再編が調わなかった敦賀地区については、本

年１０月１日に再編を実施する。 

各部門における組織再編の効果の具体例を次に示す。 

① 福島研究開発部門 

○ 原子力機構の福島対応について、オンサイト（廃炉）、オフサイ

ト（環境回復）とも横断的に把握できる体制が整い、一元的かつ

機動的な活動を開始した（企画調整室、福島事業管理部及び福島

研究開発部門会議の新設）。 

○ 福島対応全体のグランドデザイン（総合戦略）を策定し、原子力

機構の責務及び今後１０年間の対応方針等を明確にした。 

② 安全研究・防災支援部門 

○ ①安全研究、②原子力防災支援及び③核セキュリティ規制支援の
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三業務の統一的運営を開始した。具体例として、東電福島原発事

故後に見直しが進められている国や自治体の原子力防災対策の

基準作りに関し、原子力機構として安全研究と原子力防災支援を

統合した技術支援に着手した。 

③ 原子力科学研究部門 

○ 原子力基礎基盤研究推進に関して、原子力基礎工学研究センター、

量子ビーム応用研究センター及び先端基礎研究センターの各業務

を俯瞰し、それぞれの相補的研究により部門内での融合効果をこ

れまで以上に高め、成果の最大化につなげる取組（若手研究者を

中心とした研究交流会など）を開始した。 

○ 部門内の横断的課題を解決するため、基礎基盤・人材育成、分離

変換及び施設スクラップ・ビルドについて各々タスクフォースを

設置し、活動を開始した。 

④ 高速炉研究開発部門 

○ 原型炉「もんじゅ」（敦賀）、実験炉「常陽」（大洗）、燃料製造（東

海）、ナトリウム取扱技術開発（大洗）及び「もんじゅ」後の実用

化研究（大洗）を部門に集約したことにより、高速炉研究開発の

統一的推進の強化が図られた。例えば、「もんじゅ」及び「常陽」

の運転計画と燃料製造計画等についてより効率的な課題への取組

が可能な組織体制となった。 

○ 高速炉研究開発の経営資源（予算・人員）の機動的、柔軟な運用

を図っている。「常陽」技術者の「もんじゅ」保守管理への投入や、

実用化研究の研究者の「もんじゅ」安全解析への活用などを実施

しており、今後も高速炉研究開発における喫緊の最重要課題であ

る「もんじゅ」への重点的かつ優先的な資源投入を図る。 

⑤ バックエンド研究開発部門 

○ 廃止措置及び廃棄物の処理から処分（埋設事業）における整合性

の取れたより効果的・一体的な計画を策定できるようになり、業

務の一元的な管理を開始した。 

○ 計画管理組織と事業所（技術開発及び廃止措置）が一体化し、業

務の優先付け及び予算・人員の重点配分による実効的な運営を開

始した。 

⑥ 核融合研究開発部門 

○ 企画調整室が従来の研究組織と管理組織を統一的に調整できる

機能を持ち、より機動的な部門運営を行っている。 

○ 六ヶ所核融合研究所の新設により、六ヶ所サイトでの責任関係が
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明確化された。 

 

（２） 経営支援機能の強化 

 本年４月に設置した戦略企画室、安全・核セキュリティ統括部及び

法務監査部が、それぞれ取組を開始し、理事長によるトップマネジメ

ント強化の仕組みが整った。ただし、これらの組織は活動を開始した

ばかりであり、今後、安全最優先を前提とした現場での研究開発活動

の活性化及び効果的・効率的な業務運営の実現のため、更に支援活動

の加速を図っていく。 

① 戦略企画室 

経営企画機能の強化を目的として、機構全体の運営や事業の企画

立案に係る情報収集・分析等を行う理事長直下の組織として戦略企

画室を新設した。既に次のような取組が進められている。 

○ 東電福島原発事故後の原子力利用開発の将来ビジョンとして、高

レベル放射性廃棄物の分離変換技術と研究施設等廃棄物を含む原

子力のバックエンド対策に先端的な研究開発対象として取り組む

構想（「バックエンド・フロンティア構想」）をまとめ、理事長と

の議論を踏まえ、原子力機構の研究開発の今後の主柱としていく

方針として打ち出した。 

○ 危機回避及び組織横断的業務改善を目的として、施設廃止措置及

び廃棄物対策の検討、関連情報の収集・統合、組織及び業務運営

方法の改善等について課題の抽出及び対応策の検討に着手した。 

○ 次期中期計画の検討に当たっては、従来の事業所・研究開発部門

からの網羅的、かつ短時間で平板なヒアリングによらず、部門経

営の責任者である６部門長（理事）から直接事業方針及び重点事

項を示させ、理事長を始めとする役員間で議論する方法を導入し

た。 

○ これらにより事業の全体像を常に考慮した中長期的な重点事業の

選定及び各事業の目的的関連付けを行い、理事長の経営指揮を支

援している。 

② 安全・核セキュリティ統括部 

安全マネジメント機能を強化し、核物質防護や保障措置対応業務も

含めた法人としての安全に関する司令塔機能を集約し、理事長直下の

組織として法人全体の安全確保を総括する組織として、安全・核セキ

ュリティ統括部を新設した。既に次のような取組が進められている。 

○ 原子力施設の許認可について、相互に関連する保安規定、核物質
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防護規定、計量管理規定等に係る申請手続の調整業務を一体的に

実施するようにした。 

○ 施設の実態並びに安全文化及び核セキュリティ文化の劣化兆候

を把握する機能強化として、意識調査や現地調査等の充実を図る

など、現場の活動に対するモニタリング機能を改善した。 

○ 安全確保や核セキュリティ確保の観点で、緊急に対策を必要とす

る施設・設備の調査等を実施し、その結果を踏まえ理事長の裁量

により経営資源を投入する仕組みを構築した。 

③ 法務監査部 

これまで異なる部署で行っていたリスクマネジメント、コンプライ

アンス活動、内部監査等について一元的な運用を図るとともに、監事

の安全に関する監査の強化を支えるため、法務室、監査室、安全監査

室を統合し、法務監査部を新設した。既に次のような取組を進めてい

る。 

○ 経営の適切なリスクの把握及び迅速な判断に資するために、各部

署のリスクを階層化（経営リスク、組織横断的主要リスク、業務

リスク）し、経営に提示する仕組みを構築した。また、リスクマ

ネジメント活動の形骸化を防止し、実効的なＰＤＣＡサイクルの

確立に向けた取組体制を構築するため、リスクマネジメント委員

会の設置、リスク管理規程等の整備などを実施した。 

○ 従来の会計面中心の監査に原子力安全の技術的側面を加えた、よ

り多角的かつ広範囲な視点による監事監査を支援するため、必要

な専門性を持つ技術系職員を加えるなど体制を強化した。 

 

（３） 統一的な業務運営管理体制の構築 

全国に１３事業所を有する原子力機構において、法人としての業務

運営管理の統一性を高めることを目的として、本部事務管理組織と各

事業所事務管理組織の連携及び本部組織の統制機能の強化に取り組

んだ。具体的には、対外対応業務の統一性を確保するため、本部総務

部の総括機能を組織規程に明文化するとともに、事業所の総務課と地

域交流課を統合した。また、本部と事業所の情報共有及び整合の取れ

た業務執行を図るため、予算執行状況の経営への定期的な情報提供、

広報業務の統一的な運用等に取り組んだ。その結果、機構一体的な業

務運営管理体制の構築に向けた体制強化が図られた。 

また、本年１０月、更なる業務運営管理体制の強化として東海地区

の契約部署の組織統合とともに、産学連携による研究成果創出支援や
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研究開発成果物等の取りまとめ・情報発信等を一元的に運営・管理す

ることを目的とする産学連携推進部と研究技術情報部の組織統合を

行う。 

今後は整備した仕組みの運用状況を確認しながら、法人として適切

な業務運営を目指す。 

  

２． 職員による改革活動、職員の意識向上 

（１） 全部署における業務改善活動 

① 全職場における課室長主導による業務改善活動 

従来の業務効率化推進委員会及び業務・システム最適化委員会を統

合一元化した上で職員による自主的な業務改善活動の推進機能に重

点を置く業務改革推進委員会を本年４月に設置して活動を開始した。

本年２月に実施した改革に対する職員意識調査の結果、改革の浸透が

不十分なことや、「もんじゅ」やＪ－ＰＡＲＣ以外の部署では、明確

な改革目標を見いだせないとの意見があったことから、各職場に対し

て改革の趣旨徹底を図るとともに、各職場における業務改善活動を促

進した。その結果、全職場における課室長主導による業務改善活動と

して、計７３９件の改善事例・提案（コミュニケーション改善（６９

件）、業務の質の向上（棚卸・整理、効率化、標準化）（４８１件）、

安全確保・安全文化醸成の推進（１２９件）及び人材育成・技術継承

の推進（６０件））があった。なお、「もんじゅ」においては別途業務

改善活動に取り組んでいる（第Ⅱ部第１章（２）【対策１０】参照）。

この中から効果が表れた又は期待される良好事例を抽出し、機構内メ

ールマガジン「機構改革だより」に掲載して全職員に紹介した（※）。

今後も業務改善活動については、業務改革推進委員会により継続的に

フォローを行っていく。さらに、特に有効な活動について１０月以降

適宜表彰を実施し、活動を奨励していくとともに、良好事例の各事業

所での展開を図っていく。 
今般の改革で生まれた業務運営の継続的改善の意欲を今後も保持

していくために、集中改革期間終了後も、現場目線の管理部門サービ

ス向上活動や職場横断的な業務改善活動（コミュニケーション向上活

動等）を展開していく。 

 
※良好事例の代表例 

1.  労働安全衛生活動の集約・合理化 

労働安全衛生に係る国際規格（OHSAS18001）に基づく労働安全マネジメント
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システム(OHSMS)活動と労働安全衛生法に基づく活動を統合し、合理化を図っ

た。その結果、今年度以降の会議体活動を約 4割、規則等の文書を約 3割、作

成資料を約 5割削減できた。（核燃料サイクル工学研究所） 

2. 技術の映像化等による継承 

・ 職場における若手職員不足の実態を踏まえた技術継承の方法として、原子

炉照射用キャプセルの製作、組立、検査等について映像化し、保存して活

用する（原子力科学研究所）。 

・ 電源喪失時の移動式発電機から負荷への送電対応について、電気の知識や

送電の経験が少ない者でも対応できるよう写真を主体とした手順書を整備

した（核燃料サイクル工学研究所）。 

・ ベテランが有する経験やノウハウ(特殊技能、洞察等)をビジュアル化·デー

タベース化し、作業マニュアルに取り込み、教育訓練に活用するシステム

を構築した（大洗研究開発センター）。 

3. 技術系職員の集中配置による安全管理の強化 

研究センター内で、従来各研究グループに分散して配置されていた技術系

職員を一つの研究グループに集約して配置し、安全管理チームを編成した。

当チームの専門的な視点から、本年４～６月に集中的に総数８１箇所の実験

室について安全巡視を実施し、抽出された共通的課題等に係る対応を行って

いる。（量子ビーム応用研究センター） 

 

② 本部組織による原子力機構全体に係る業務運営の改善 

原子力機構全体に係る業務運営の改善を図るため、業務の合理化及

び標準化に向けた取組として会議・委員会運営の改善、Ｅ－ｍａｉｌ

の利用の改善、回議書審査等の合理化、文書作成要領の改訂による作

成文書の標準化、契約関係業務フローの改善等を実施した。 

 

（２） 役員と職員の意見交換 

安全確保を最優先とする理事長方針や改革意識等を現場の第一線

にまで浸透させるため、理事長以下役員が全事業所を延べ１３６回訪

れ、職員１,３０７名と意見交換を行った。特に理事長は、集中改革

期間が始まった昨年１０月から概ね毎週「もんじゅ」を訪れ、現場の

最前線で業務に携わる若手職員を中心に３０回、２２６名との直接対

話を行い、安全に対する考えや現場の課題等について真摯なコミュニ

ケーションを重ねた。 

開始当初は、「改革と言われても何をすれば良いかわからない」と

いった意見が多かったが、役員との対話のほか、全職場での改善活動
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や諸々の情報発信を経て、集中改革期間終盤には「職員一人ひとりの

意識改革や業務の質の向上が必要」といった意見が増え、ここにおい

ても自己改革意識の浸透が確認でき、今回の改革の大きな成果の一つ

と言える。 

役員と職員の直接対話は、今後も方法を工夫しながら継続的、定期

的に行っていく。 

 

（３） 人事制度の改善 

メリハリのある人事制度を目指し、人事評価結果の処遇への反映幅

拡大、業務の難易度及び効率化・コスト削減の人事評価基準への導入、

抜擢人事の推進等に係る制度の改正を行った。職員の技量研鑽及び技

術継承の取組としては、各事業所の性格、実態を踏まえて、人事部が

各事業所と協働して教育プログラムを作成するなど、技術系職員の育

成強化に着手した。また、現場に安全が浸透している民間企業へ職員

を派遣した。 

 

３． 事業の重点化・合理化 

（１） 事業の重点化 

改革計画において原子力機構の使命を再確認し、東電福島原発事故

への対応、原子力の安全性向上に向けた研究、原子力基盤の維持・強

化、核燃料サイクル研究開発（「もんじゅ」を中心とした研究開発）

及び放射性廃棄物処理・処分技術開発に重点的に取り組むこととした。 

特に、東電福島原発事故への対応としては、環境回復及び廃炉事業

への貢献を原子力機構の最優先事項として推進することとし、本年４

月に福島研究開発部門を設置し、事業所の福島関連施設も含め関連部

署を集結して組織を再編・拡充した。また、人員としては、本年４月

時点で約６１０名（うち兼務約１５０名。任期制職員含む。）体制と

し、福島現地へは約１２０名を配置するなど、福島対応に最優先で取

り組んでいる。 

また、「もんじゅ」へは、経営資源の投入として内部異動４０名及

び実務経験者の中途採用２２名により人的強化を図るとともに、他事

業予算を合理化し「もんじゅ」の安全対策への追加予算措置を行った。 

 

一方、次のとおり事業の合理化を図ることにより、事業範囲の核分

裂エネルギー関連分野への重点化及び事業規模の適正化への明確な

道筋を示した。 
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（２） 原子力機構から分離・移管する事業 

改革計画で分離・移管の検討対象とした核融合研究開発（那珂・六

ヶ所）及び量子ビーム応用研究のうちレーザー研究（木津）に加え、

放射線利用研究（高崎）等も追加して検討した。今後、文部科学省の

方針を踏まえ、他法人へ移管する方向で、制度設計の検討・調整を進

める。 

これらの事業を分離することにより、原子力機構の事業が、核分裂

エネルギー関連分野へ重点化されることとなる。 

なお、移管に当たっては、移管対象の研究開発活動の維持・発展に

配慮する。 

 

（３） 事業の見直し 

① 再処理技術開発 

「エネルギー基本計画」の考え方に基づき、六ヶ所再処理工場の技

術支援及び既存の試験フィールド（高レベル放射性物質研究施設等）

を維持・活用した再処理技術の高度化や将来再処理に向けた基礎・基

盤技術開発を継続するとともに、放射性廃棄物の減容化・有害度低減

に係る分離変換技術開発等に取り組む。また、核燃料サイクルの状況

の進展に応じて柔軟な対応が可能となるよう再処理技術開発に係る関

係者間の連携・協力体制を強化する。 

一方、東海再処理施設については、昭和５２年のホット試験開始以

降、電気事業者との再処理役務契約を完遂し、累積処理量約１,１４０

トンに及ぶ施設の運転及び高レベル放射性廃液のガラス固化やウラ

ン・プルトニウム混合転換等の独自技術の開発等を通して、再処理技

術者を始めとした国内産業基盤の育成に寄与する等、再処理技術の国

内定着に先導的役割を果たし、六ヶ所再処理工場への技術移転をほぼ

完了した段階にある。 

現段階において、東海再処理施設で処理を予定していた燃料は、通

常の軽水炉とは異なる特別な炉型のふげん使用済ＭＯＸ燃料等、約１

１０トンを残すのみであるが、これらの使用済燃料の再処理を行う場

合に必要な全施設を対象とした新規制基準対応には、一千億円を超え

る費用がかかる見込みである。 

このような現状と費用対効果を勘案し、東海再処理施設については

使用済燃料のせん断、溶解等を行う一部の施設の使用を取りやめ、次

期中期目標期間（平成２７年度～）中に廃止措置計画を申請する方向
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で検討を進め、再処理施設等の廃止措置体系の確立に向けた技術開発

に着手する。また、これと並行して施設のリスクを低減させる活動と

して、高レベル放射性廃液のガラス固化処理等、施設内に保有してい

る放射性廃棄物への対策を進める。残るふげん使用済燃料等は、少量

かつ通常の軽水炉とは異なる特別な炉型のものであることから、これ

らの処理については海外委託の可能性を視野に諸課題の解決を図って

いく。 

高速炉燃料再処理技術の確立のため工学規模のホット試験を行う施

設として計画されたリサイクル機器試験施設（ＲＥＴＦ）については、

会計検査院及び国会から当面の利活用策を早急に決定するよう求めら

れており、当面、ガラス固化体を最終処分場に輸送するための容器に

詰める施設としての活用を図ることとし具体的検討を進める。 

② 深地層の研究施設での研究開発（地下研事業） 

今中期目標期間（～平成２６年度）までの瑞浪超深地層研究所及び

幌延深地層研究センターにおける調査研究について、国内外専門家に

よるレビューを経て、成果を前倒して取りまとめるとともに、必須の

課題を明確にした今後の深地層の研究施設計画を策定した。それを踏

まえて、施設規模の見直し等の方向性を示すことができた。 
今中期計画までの瑞浪超深地層研究所及び幌延深地層研究センター

における調査研究の成果については、実施主体や安全規制機関等によ

る活用の際の利便性の向上と情報の追跡性の確保を図るためにＷｅｂ

上の電子媒体報告書（ＣｏｏｌＲｅｐＨ２６）（平成２６年９月３０日）

として取りまとめた。 
今中期目標期間までの達成度を明らかにした上で抽出された課題を

踏まえて、国際的な課題、我が国固有の地質環境に係る課題、処分事

業への貢献度等の選定条件を踏まえた必要性の確認等を行い、絞り込

み、処分事業や安全規制を進めていく上で、次段階に実施することが

不可欠な必須の課題を次のとおり抽出した。 
瑞浪超深地層研究所については、必須の課題として「地下坑道にお

ける工学的対策技術の開発」、「物質移動モデル化技術の開発」、「坑道

埋め戻し技術の開発」を抽出した。必須の課題に関する研究は、現在

掘削が終了している深度５００ｍまでの研究坑道で実施できることを

確認し、集約することとした。 
幌延深地層研究センターについては、必須の課題として「実際の地

質環境における人工バリアの適用性確認」、「処分概念オプションの実

証」及び「地殻変動に対する堆積岩の緩衝能力の検証」を抽出した。
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今後の坑道展開については、必須の課題がより明確になった場合にお

いて、必要最小限のレイアウトで検討していく。 
また、外部資金を含め、多角的な予算獲得に努める。 

③ 高速炉サイクルの研究開発 

「もんじゅ」の自立的な運転管理体制の確立及び運転再開への取組

を最優先で進めることとし、並行して進めている「もんじゅ」後の実

用化に向けた研究開発については、安全強化及び廃棄物減容・有害度

低減に係る研究開発に重点化し、国際協力の積極的活用により研究開

発の合理化・効率化を図ることとした。国際協力として「仏国次世代

炉計画及びナトリウム高速炉の協力に関する実施取決め」（本年８月）

や第四世代原子力システム国際フォーラム（ＧＩＦ）の枠組みを活用

していく。 
④ 先端基礎科学研究 

従来１１のグループ・研究テーマに細分化していたものを、次期中

期計画においては原子力科学の中心課題である次の２研究分野に集約

化することとした。また、グループも集約化することで、グループ内

での経営資源（予算・人員）の効果的活用を図る。 

 燃料デブリの解明や高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減

につながる分離・核変換等の研究開発に資するため、重元素科学

に関連したアクチノイド先端基礎科学を総合的に強化・推進する。 

 原子炉材料、燃料物性、耐放射線性機器等の研究開発に資するた

め、スピン軌道相互作用等がもたらす新しいエネルギー材料物性

機能の探索とそのための新物質開発を行う原子力先端材料科学

を強化・推進する。 

なお、研究分野集約化により、分子スピントロニクス研究、放射場生

体分子科学研究及びスピン偏極陽電子研究に係る３研究テーマは廃止

することとする。 

⑤ 高温ガス炉とこれによる水素製造技術の研究開発 

文部科学省の原子力科学技術委員会に設置された「高温ガス炉技術

研究開発作業部会」において、高温ガス炉技術研究開発に関する今後

の進め方について中間報告がまとめられる見込みであり、これに沿っ

て安全性実証研究等の高温ガス炉技術、熱利用技術等の研究開発を進

めていく。 

 

（４） 廃止を検討する施設・事業 

① 廃止する施設 
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臨界実験装置ＴＣＡ、研究炉ＪＲＲ－４、燃料サイクル安全工学研

究施設（ＮＵＣＥＦ－ＴＲＡＣＹ）、プルトニウム研究１棟、Ａ棟（ウ

ラン系分析・試験施設）及び燃料研究棟の６施設の廃止措置の基本方

針を策定した。具体的な廃止措置計画については、本年１２月末まで

に策定し、措置を進めていく。 

廃止措置を行うに当たり、研究目的を終了した研究施設を順次グリ

ーンフィールド（更地）化する従来の方針を改め、効果的・効率的な

経営資源投入の観点から、施設が安全となる適切な段階までにとどめ

ることとした。 

② 研究施設の重点化・集約化 

廃止措置施設に位置付けられていない核燃料サイクル工学研究所 燃

料製造機器試験室、原子力科学研究所 バックエンド技術開発建家等

主要な核燃料物質取扱施設等（１８施設）及び危険物取扱施設である

大洗研究開発センターナトリウム取扱研究開発施設（８施設）を対象

に、施設の重点化・集約化の検討を進めた。 

今後は、本年１２月末までに施設重点化・集約化の基本ルール（重

点化方針）を定めて、上記施設を含む全ての施設について、継続的に

重点化・集約化に取り組んでいく。あわせて、高経年化施設停止後に

必要な機能を集約した新規施設の検討を行う。 

③ 事業の廃止等 

 上記研究施設の廃止及び重点化に加え、事業の廃止、展示施設の移

管及び宿舎の廃止についても検討を行った。 

 その結果、大学との核燃料サイクル技術に関する先行基礎工学研究

協力制度及びロシア解体核兵器からの余剰プルトニウム処分に係る

非核化支援に関する技術開発については、一定の成果を果たしたと評

価でき、それぞれ平成２５年度及び平成２６年度をもって終了させる

こととした。 

また、展示施設については、整理合理化の観点から既に６施設の展

示機能を停止しているが、さらに、きっづ光科学館ふぉとん（木津）

を量子ビーム応用研究の一部移管に併せ移管する方向で検討する。 

さらに、処分可能な保有宿舎５２９戸のうち、昨年３月末までに廃

止していた４９４戸に加えて、残りの３５戸についても当初計画を１

年前倒して、本年３月末をもって廃止した。現在、宿舎跡地の売却等

を進めている。 
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４． 安全確保、安全文化醸成及び核セキュリティ文化醸成 

（１） 安全確保、安全文化醸成及び核セキュリティ文化醸成の活動改善と役

職員一人ひとりの意識改革 

① トップマネジメントによる安全強化 

理事長は、安全最優先の組織への変革を目指した「松浦宣言」を発

信した（昨年９月）。この趣旨を職員に周知徹底・浸透を図るべく、「松

浦宣言」、「原子力安全に係る品質方針」などを記した携行カードを全

職員に配付するとともに、理事長を始めとする役員が直接現場に赴き、

職員と意見交換（直接対話）を行った（本章２．（２）に既述）。意見

交換後のアンケートや意識調査等により、「理事長から直接話を聞き、

理解が深まった」や「役員の安全最優先の熱意が伝わった」等の意見

が出され、理事長方針が理解され浸透しつつあると考える。今後もよ

り一層の安全確保に係るトップマネジメントの方針浸透に向けた活動

を継続する。 

安全確保及び業務改善に資する意見を収集するため「理事長安全提

案箱」を設置した。本年９月までに２６の提案があり、速やかな回答

及び対応を図っている。その中では、他拠点職員の「もんじゅ」の理

解が必要との提案に対して、現地での意見交換等を実施した。その結

果、「もんじゅ」において指摘されている課題を実感できたことにより、

現在の自らの業務改善に反映する等の自主的な活動が行われるなど、

提案箱の効果が表れつつあり、今後も活動を継続する。 

② 安全・核セキュリティ意識向上のための啓もう 

１）リスクを考慮した保安活動 

 保安活動ではリスクを考慮することが不可欠であることから、安

全・核セキュリティ統括部は、各事業所の安全文化醸成及び法令遵守

に係る活動計画を調査した。この結果、事故・トラブルのリスク増大

の原因になりやすい３Ｈ（初めて、変更、久しぶり）の検討を含めた

ＫＹ（危険予知）・ＴＢＭ（ツールボックスミーティング：現場作業前

打合せ）の実施、三現主義（現場で現物を見て現実を認識）によるリ

スクアセスメントの実施、基本動作の徹底等が上記活動計画に組み込

まれていることを確認した。今後も各事業所の活動状況を適宜把握し、

継続的に改善を図る。 

２）研修の充実強化 

 安全担当部署とコンプライアンス担当部署が個別に実施していた安

全文化やコンプライアンスに係る研修を連携して一元的に実施し、技

術者・研究者として具備すべき倫理に係る実効的な研修とした。今後
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は研修後の理解度等を分析・評価し、研修内容の充実強化を図る。 

３）安全文化意識の向上 

 安全文化の維持向上のために職員一人ひとりが取組を考え、行動す

ることができるように、安全・核セキュリティ統括部は、ＩＡＥＡの

報告書「安全文化」（ＩＮＳＡＧ－４、１９９１年）において個人レベ

ルの安全文化の重要な要素として記載されている「問いかける姿勢」、

「厳格かつ慎重なアプローチ」及び「コミュニケーション」の３点に

関する解説資料を作成し、各事業所内での教育活動等で活用するとと

もに、職員向けのイントラネットＨＰやメールマガジンに掲載するな

ど、職員への浸透を図った。 

 今後も「安全文化は職員一人ひとりの意識が重要である」との認識

の下、職員の意識向上を図る活動を不断に継続する。 

４）核セキュリティ文化醸成の取組 

 本年度の新たな取組として、経営層による現場巡視・意見交換及び

核セキュリティ意識把握のための職員アンケート調査を実施した。こ

の結果、テロの脅威に対する危機意識に事業所毎でばらつきがある等、

改善すべき課題が見いだされた。今後は、職員の意識向上を目的とし

て、各事業所の特色を踏まえた活動を実施するとともに、既に活用し

ている原子力規制委員会作成の教育ビデオに加えて、e-ラーニングに

よる教育・研修の充実や教育対象者の拡大を図る。 

③ 火災、放射性物質の漏えい等を受けた緊急安全点検の実施 

本年７月から９月にかけて、火災、放射性物質の漏えい等の事故・

トラブルが相次いで発生している。かかる事態の重大性を認識し、理

事長は、全職員に対して、作業における安全確保と施設・設備の安全

管理を徹底し、事故・故障の未然防止に努めることを指示した。これ

を受けた全事業所長は、直ちに、全ての作業に優先して、職員等の安

全意識の引き締めを図るとともに、施設・設備の一斉安全点検を実施

している。 

１）安全意識の周知・徹底 

安全確保の徹底に関する理事長メッセージを９月２４日に発出する

とともに、事業所長は、緊急職場集会を開催し、職員等に改めて安全

意識の周知と再徹底を行った。 

２）一斉安全点検の実施 

各事業所長は、全施設・設備に対して一斉に、火災発生の観点、放

射性物質、危険物、毒劇物等の漏えいの観点で、安全点検を実施して

いる。 
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３）抜本的な再発防止対策の実施 

今後、安全・核セキュリティ統括部は、一斉点検の結果及び一連の

トラブルの原因究明の結果を踏まえ、老朽化した施設・設備の点検方

法や保全方法の改善など、より抜本的な再発防止対策を講じていく。 

 

（２） 安全を最優先とした組織の再構築、安全・核セキュリティに係る統括

機能強化 

① 組織の再構築 

本年４月に、安全・核セキュリティ統括部を新たに設置した（本章１．

（２）②に既述）。また、各事業所において核物質防護関連の体制を整

備し、安全・核セキュリティに係る体制の強化を図った。 

② 安全統括機能の強化 

 施設の実態並びに安全文化及び核セキュリティ文化の劣化兆候を把

握する機能を強化するため、従前の外部専門機関による安全文化に関

する意識調査によるモニタリングに加え、新たに現場の声を把握すべ

く課室長自身による自組織の安全文化等に関する評価や、評価結果に

基づく課室長との意見交換等を実施した。その結果、経営資源（予算・

人員）不足による施設維持・技術継承への懸念、安全文化醸成等の情

報不足への懸念が示されるなど、経営レベル、現場レベルで取り組む

べき課題が明らかになった。このように、モニタリングを強化するこ

とで、多角的に現場の状況を把握し、施設等の実態把握機能の強化を

図った。今後、更なる実態把握機能の最適化に向けてモニタリング手

法を継続的に改善していく。 

 また、理事長の意思決定を支援する機能強化として、安全確保及び

核セキュリティ確保の観点で緊急に対策を必要とする施設・設備の有

無を調査するとともに、役員による安全巡視での指摘を踏まえ、東海

のプルトニウム燃料施設、大洗の核物質防護設備、人形峠のウラン濃

縮施設等に対して、緊急予算措置を実施した。 

 
（３） 安全文化醸成活動等の総点検 

 各事業所で実施されている安全文化醸成、原子力安全に係る品質保

証、法令遵守及び安全衛生に係る活動について、より実効的なものと

なるよう総点検を実施した。具体的には、法令等で定める義務的活動

を前提とした上で、活動の重複及び形骸化の調査や、有効性の分析・

評価を実施した。この結果、形骸化等が認められた活動については、

廃止や他の活動への統合等により、機構全体の活動件数を約１割削減
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し、活動の重点化・効率化を図った。なお、「もんじゅ」については、

他事業所に比較して活動件数が多いため、今後も継続的に点検を実施

する。 

 

５． Ｊ－ＰＡＲＣ改革 

 Ｊ－ＰＡＲＣハドロン実験施設における放射性物質漏えい事故の問題点

は、「放射性物質の漏えい」、「通報の遅れ」及び「作業者の被ばく」の３点

に集約され、その対策として「実験施設の安全対策」、「安全最優先の組織体

制の確立」及び「ＫＥＫとの共同運営に係る取組」の３つの柱から成る取組

を実施してきた。 
（１） 実験施設の安全対策 

① ５０GeVシンクロトロン及びハドロン実験施設の安全対策 

 過電流防止などの５０GeV シンクロトロンの電磁石の誤作動防止対

策を実施するとともに、標的が損傷しても実験施設内に放射性物質が

漏えいしないよう標的及び一次ビームラインの気密強化をほぼ完了し

た。さらに、実験施設の外に放射性物質を漏えいさせないための多層

的な対策として、フィルタ付排気設備を設置した。なお、電磁石誤作

動防止対策においては、対策の実施過程で当初の計画から更に踏み込

んだ電流制限回路の導入による最大電流値制限の二重化を実施してい

る。 
② 放射線監視の強化 

 初動対応の遅れの要因となった放射線モニタ情報の共有不足を解消

して改善を図るため、運転員が常駐する場所には全て放射線監視端末

等の監視設備を設置し、運転員が常時放射線モニタの値を確認できる

環境を整備した。加えて、放射線モニタの指示値上昇の早期把握のた

め、注意喚起警報の設定を行った。また、データ通信仕様の異なる放

射線モニタについてハードウェア及びソフトウェアを統合し、原子力

機構、ＫＥＫ及びＪ－ＰＡＲＣセンター間で放射線モニタ値を共有で

きるように改良した。 
 

（２） 安全最優先の組織体制の確立 

① 安全管理体制  

 放射線安全及び一般安全に係る安全管理全体を一元的に所掌する副

センター長を設置するとともに、各施設の建物、設備及び放射線発生

装置に責任者を置き責任体制を明確にした。また、原子力機構におけ

るこれまでの放射線安全スキルを活かし、放射線安全の総括責任者と

して原子力機構職員を加速器施設と実験施設にそれぞれ配置した。こ
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れにより出身母体の垣根を超えたＪ－ＰＡＲＣセンターとして一体的

な放射線安全管理体制を実現した。 

 従来の「放射線安全検討会」を外部有識者を含む「放射線安全評価

委員会」へ発展的に改組し、Ｊ－ＰＡＲＣセンターの施設や設備にお

けるリスクの想定や安全基準の策定に関し、より綿密で専門的な放射

線安全評価体制を構築した。 

 ＫＥＫ職員の施設管理責任者については、Ｊ－ＰＡＲＣに常駐する

こととし、また、各責任者の不在時には代理者を指定し、速やかに責

任ある対応に当たる体制を整備した。 

② 異常事態への対応 

 異常事態への対応に関し、通報基準、作業者の避難基準、運転再開

基準等の判断基準を明確化した運転マニュアルを作成した。また、的

確かつ速やかに異常時対応を起動するため、異常事象の兆候段階で組

織的な対応を行う注意体制を構築した。さらに、外部への通報に当た

ってはＪ－ＰＡＲＣセンターで発生した事象であることを明示した情

報発信方法に改めた。 

③ 安全文化の醸成 

「安全無くして研究成果無し」という基本理念の下、安全カードの

発行、安全ポータルサイトの新設などの安全情報の発信に努め、Ｊ－

ＰＡＲＣセンター全体への安全意識の浸透を図った。また、Ｊ－ＰＡ

ＲＣセンター全施設職員に対して緊急時に実施すべき手順に関する安

全教育を実施し、更に注意体制の起点となる各施設の運転責任者に対

しては理解度評価を行うなど実効的な教育体制を確立した。放射性物

質の漏えいを想定した訓練においては、毎回異なる施設やシナリオに

て実施し、経験を蓄積させるとともに訓練参加者の緊張感の維持に努

め、訓練ごとに反省点を改善し緊急時対応能力の向上を図った。 
 

（３） ＫＥＫとの共同運営に係る取組 

従来Ｊ－ＰＡＲＣの各施設等がそれぞれの機関により個別に管理さ

れていたことに起因する課題に対し、Ｊ－ＰＡＲＣの安全管理体制を

より強固にし、センター長のリーダーシップを強化するために、セク

ションリーダー以上に対する人事評価を出身母体にかかわらずセンタ

ー長が一元的に行う方式に改めた。 
 また、非常事態対応については、合同事故対策本部を設置し両機関

が協力してＪ－ＰＡＲＣセンターにおける非常事態への対応を支援す

る体制を構築した。 
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 以上のとおり、放射性物質漏えい事故の原因に対してハード及びソフト

の両面から対策を着実に進め、当初の計画にない事項にも追加的に取り組

むなど、その取組状況からもＪ－ＰＡＲＣセンター各職員に大規模実験施

設の運営に必要な安全意識の高まりが認められつつある。今後は定期的な

安全監査の実施、研修・シンポジウムやセンター長懇談会の継続実施等に

より、安全文化の定着と深化を図っていく。 
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第２章 原子力機構改革の評価 

ここでは、改革に係る職員意識の変化について述べた後、改革計画の各取組

項目に係る自己評価を記述する。 

 

１． 職員の意識変化 

職員に対する改革の意義の浸透状況を把握し、課題を見付けて改善するこ

と及び職員の意識変化をモニタリングすることを目的として、常勤の全職員

を対象に意識調査を実施した。 

（１） 調査方法 

設問は、改革の浸透に関するもの、安全確保に関するもの、原子力機

構のミッションに関するもの、ガバナンス強化に関するもの及びコンプ

ライアンスに関するものの計２７問並びに自由記述とし、無記名の回答

とする一方、所属、職種及び職位による相違を把握できるようにした。 

調査は、集中改革期間中に３回実施した（２月、６月及び９月）。 

 

（２） 調査結果 

回答率は、１回目：７１.８％、２回目：９５.４％及び３回目：９５.

０％であり、２回目以降はほぼ全員から回答を得ている。 

結果は、改革に関するイントラネットＨＰ及び機構内メールマガジン

により全職員へ周知するとともに、原子力機構改革検証委員会へ報告し

た。 

① 改革の浸透 

集中改革期間の初期は、「改革と言われても何をすれば良いかわからな

い」といった意見が多かった。事実、本年２月の第１回意識調査では、「改

革について職場で議論しているか」の結果が低く、「もんじゅ」やＪ－Ｐ

ＡＲＣ以外では改革の意識が低かったと言わざるを得ない。そこで、「課

室長主導による職場単位での業務改革」を本年４月から開始し、職員一

人ひとりが身の回りの課題を自ら見付けて解決することに取り組んだ。

その後実施した調査結果で大幅な上昇が見られたことは、本取組の効果

であったと考える。また、「日々の業務に対して常に改善しようとしてい

るか」の結果が比較的高く、かつ、徐々に上昇したことは、自己改革の

意識が浸透したことの表れと考える。 

② 改革の進捗の実感 

第１回意識調査の自由記述において、「改革に関する情報不足」との意

見が多数寄せられた。そこで、改革に関するイントラネットＨＰを本年

３月に開設し、情報発信を展開するとともに、本年５月には機構内広報
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誌に機構改革の特集号を組み、以降、広報誌を活用した情報発信を強化

した。さらに、本年７月から改革に関する機構内メールマガジンを週１

回発行し、最新情報を発信した。また、役員と職員の意見交換会につい

て、今年度から機構改革全般をテーマとして継続することで、役員から

直接現場第一線の職員に対して改革の意義や進捗を伝えた。第２回意識

調査以降「改革が着実に進んでいると感じるか」の調査結果が大幅に上

昇したことは、これらの取組の効果であったと考える。 

③ 経営への信頼 

第１回意識調査では「役員との距離が縮まったと感じるか」との設問

に対する結果が低かった。そこで、上述のとおり、役員と職員との意見

交換会を精力的に実施し、役員と現場第一線の職員との直接の交流を促

進した。集中改革期間中、計１３６回、延べ１,３０７名の職員と意見交

換を行い、その主な意見応答を改革イントラネットＨＰに掲載して職員

に広く紹介した。また、前述のとおり機構内広報誌に役員の改革に対す

るメッセージを掲載し、熱意を伝えることに努めた結果、役員の熱意や

役員との距離に関する設問に対する調査結果は大幅に上昇した。さらに、

意見交換会後に実施したアンケートにおいても、本取組は「大いに有効」

又は「有効」との意見がほとんどであり、集中改革期間終了後も継続を

希望する声が多いことから、有効な取組であったと考える。 

 

これらの取組により、「今回の改革は成功するか」の設問に対する調査

結果が大きく上昇したと考えられ、改革の着実な進捗につながるものと

考える。 

 

２． 各取組項目の自己評価 

本改革計画の実施結果について自己評価を行うに当たり、各取組を性質に

応じて次の３類型に分類して確認を行った。 

「効果確認型」・・・・主として効果の発揮を目的とする取組 

「環境整備確認型」・・主として施設や制度の整備を目的とする取組 

「方針策定確認型」・・主として将来の方向性を定めることを目的とする取

組 

その上で、各取組項目の実施結果について次の基準に従い自己評価を行っ

た。 

「実施○」・・・計画に基づく取組が既に実施された 

「実施△」・・・計画に基づく取組が完了に至っていない 

「実施×」・・・計画に基づく取組が実施されていない 
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加えて、「効果確認型」の取組項目については、実施による効果について

次の基準に従い自己評価を行った。なお、効果の確認に期間を要するものに

ついては、効果が自律的に発揮されるような仕組みとなったかを含めて確認

した。 

「効果○」・・・効果が認められる 

「効果△」・・・一部効果が認められる 

「効果×」・・・効果が認められない 

 

改革計画の各取組項目について、「強い経営の確立」、「職員による改革活

動、職員の意識向上」、「事業の重点化・合理化」、「安全確保、安全文化醸成

及び核セキュリティ文化醸成」及び「Ｊ－ＰＡＲＣ改革」の大項目別に自己

評価した結果を示す。 

加えて「集中改革期間中に追加して実施した活動」についても自己評価を

記述する。 

 

（１） 強い経営の確立に関する取組の評価 

組織再編により原子力機構のミッションを的確に達成する「強い経営」

を確立するための組織的基盤が整備され、その効果を発揮しつつあると

評価する。 

ただし、組織再編に伴う初期課題には着実に対応するとともに、原子

力機構ミッションの的確な達成に寄与する組織体制・運用の継続的改善

及び経営による効果の定期的確認が必要である。 

 

項目：部門制による機動的な業務運営の実現（効果確認型） 

自己評価：「実施○」「効果△」 

・ 本年４月に組織を６部門に再編し、各部門長に理事を配置 

・ 部門長によるガバナンスの強化や部門内の連携強化等、効果の表れ

を確認 

※ 敦賀地区の組織再編は本年１０月１日に実施予定 

※ 組織再編に伴う初期課題（指示・連絡系統の複雑化及び事務手続

の煩雑さ）への対策を実施中。一定期間の後に効果の確認が必要 

 

項目：経営支援機能の強化（効果確認型） 

自己評価：「実施○」「効果○」 

・ 本年４月に戦略企画室、安全・核セキュリティ統括部及び法務監査
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部を設置し、経営支援機能を強化 

・ 各組織が活動を開始し、機能が発揮され始めていることを確認 

※ 一定期間の後に再度効果の確認が必要 

 

項目：統一的な業務運営体制の構築（効果確認型） 

自己評価：「実施○」「効果○」 

・ 総務、財務、広報等の業務について統一的な運営管理に向けた体制

整備及び改善を実施 

・ 体制整備及び改善の効果が発揮され始めていることを確認 

※ 一定期間の後に再度効果の確認が必要 

 

（２） 職員による改革活動、職員の意識向上に関する取組の評価 
 全体として職員が業務の質の向上及び自らの資質向上を追求する気運

が高まり、組織活性化へ向けた第一歩と評価する。 

今後は、理事長宣言をも踏まえた業務改善の継続的な積み重ねにより、

自ら改革できる組織の実現を目指して不断に努力を重ねることが必要で

ある。 

 

項目：全部署における業務改善活動（効果確認型） 

自己評価：「実施○」「効果○」 

・ 全部署が課室長主導による業務改善活動を実施 

・ 業務改革推進委員会を設置し、活動を開始 

・ 継続的な改善風土が醸成されつつあることを確認 

※ 今後も継続的かつ実効的な活動を展開することが必要 

 

項目：役員と職員の意見交換（効果確認型） 

自己評価：「実施○」「効果○」 

・ 理事長以下役員が各事業所を延べ○回訪れ、職員○名と意見交換を

実施 

・ 自己改革意識の浸透を確認 

※ 意見交換の結果のフォローを継続するとともに、今後も適切な

方法での実施を検討することが必要 

 

項目：人事制度の改善（効果確認型） 

自己評価：「実施○」「効果－（今後長期的運用の中で確認）」 

・ 人事評価の反映幅や人材育成について制度・運用を改正 
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※ 人事制度の効果確認には長期間が必要であるため、一定期間の後

に効果の確認が必要 

 

（３） 事業の重点化・合理化に関する取組の評価 

 この改革を機に経営資源と計画事業規模の乖離を縮小するための明確

な将来的道筋を示すことができたと評価する。 

今後は、それに沿って着実に合理化を実行していくことが必要である。 

 

項目：原子力機構から分離・移管する事業（方針策定確認型） 

自己評価：「実施○」 

・ 一部事業を他法人へ移管する方向で検討・調整を実施 

※ 今後移管の実施に向け国と連携して具体的制度設計及び移管準

備が必要 

 

項目：事業の見直し（方針策定確認型） 

自己評価：「実施○」 

・ 再処理技術開発、地下研事業、高速炉サイクル研究開発、先端基礎

科学研究等について、事業見直しの方向性を提示 

※ 見直した方針に基づき今後適切に実行していくことが必要 

 

項目：廃止を検討する施設・事業（方針策定確認型） 

自己評価：「実施○」 

・ 施設の廃止・重点化・集約化の方針の策定、一部事業の廃止、資産

処分に向けた取組などを実施 

※ 施設の廃止・重点化・集約化については引き続き具体的な計画の

策定が必要 

※ 展示施設の他機関への移管については引き続き国と連携して検

討・調整が必要 

 

（４） 安全確保、安全文化醸成及び核セキュリティ文化醸成の活動に関する

取組の評価 

制度整備や改革活動により職員の意識に変化が見られることから、改

革による効果が徐々に表れていると評価する。 

今後は、安全確保、安全文化醸成及び核セキュリティ文化醸成の活動

に係るＰＤＣＡサイクルを確実に実施し、「安全道」を追求する意識形成

を更に進めることが必要である。 
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項目：安全確保、安全文化醸成及び核セキュリティ文化醸成の活動改

善と役職員一人ひとりの意識改革（効果確認型） 

自己評価：「実施○」「効果△」 

・ 理事長方針の浸透、研修の充実強化、安全文化意識の向上、核セキ

ュリティ意識の把握等の取組を実施 

・ 安全意識の向上が表れつつあることを確認 

※ 職員の安全意識向上を図る継続的な活動・改善と定期的な効果確

認が必要 

※ 本年７月から９月にかけて火災、放射性物質の漏えい等の事故・

トラブルが相次いで発生しており、抜本的な再発防止対策を実施 

 

項目：安全を最優先とした組織の再構築、安全・核セキュリティに係

る統括機能強化（効果確認型） 

自己評価：「実施○」「効果○」 

・ 新たな手法の導入によるモニタリング機能の強化及び経営主導の

安全対策を実施 

・ 施設等の実態把握機能の向上を確認 

※ 実態把握機能の最適化に向けたモニタリング手法の継続的な改

善が必要 

 

項目：安全文化醸成活動等の総点検（効果確認型） 

自己評価：「実施○」「効果△」 

・ 全事業所の安全文化醸成活動、品質保証、法令遵守及び安全衛生に

係る活動について、総点検を実施 

・ 機構全体で約１割削減し、活動の重点化・効率化を図ったことを確

認 

※ 総点検による重点化・効率化の結果、活動の有効性が今後高まる

ことの確認が必要 

※ 「もんじゅ」については、他事業所に比較して活動件数も多いた

め、活動が形骸化しないよう点検の継続が必要 

 

（５） Ｊ－ＰＡＲＣ改革に関する取組の評価 

ハード及びソフト両面において原子力施設に準じた安全管理体制が必

要な大強度加速器施設の運営体制が構築され、Ｊ－ＰＡＲＣセンター各

職員に大規模実験施設の運営に必要な安全意識の高まりが認められ、当
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初目指した課題に対する成果が得られたと評価する。 

今後は、安全文化の定着と深化に向けた取組を継続的に実施していく

ことが必要である。 

 

項目：実験施設の安全対策（環境整備確認型） 

自己評価：「実施△」 

・ ５０GeVシンクロトロン及びハドロン実験施設の安全対策として、

電磁石の誤作動防止対策、標的及び一次ビームラインの気密強化並

びにフィルタ付排気設備の設置をほぼ完了 

・ 全ての施設で運転員が常時放射線モニタ値を確認できる環境整備

など放射線監視の強化対策を実施 

※ 一部、施工中の案件については、着実に完了させることが必要 

 

項目：安全最優先の組織体制の確立（環境整備確認型／効果確認型） 

自己評価：（環境整備確認型） 

「実施○」 

・ 安全管理体制及び緊急時体制を強化 

自己評価（効果確認型） 

「実施○」「効果○」 

・ 安全文化醸成活動の強化、新たな安全教育訓練等を実施 

・ 追加的取組や職員意識調査結果から安全意識の高まりを確認 

※ 安全文化醸成活動については継続的な取組が必要 

 

項目：ＫＥＫとの共同運営に係る取組（環境整備確認型） 

自己評価：「実施○」 

・ 共同運営を支える一元的な取組を実施 

※ 作った仕組みが有効に機能することの確認が必要 

 

（６） 集中改革期間中に追加して実施した活動に関する評価 

 本改革計画の実施に当たっては、進捗に応じて、柔軟に計画を追加・

変更して活動を実施した。 

当初の改革計画に捉われることなく臨機応変な活動を進めたことは、

本改革の本質的な成果とも言える。これは、「常に改善する心」をもって

業務に当たるという職員の精神が向上したものと評価する。 

 

 



40 
 

（具体例） 

・ 産学連携推進部と研究技術情報部の統合 

・ 課室長主導による全課室における業務改善活動の実施 

・ 安全をテーマに実施していた役員と職員との意見交換について、期

間中途から改革全般へテーマを拡大し実施 

・ 職員への改革状況の情報発信強化（改革イントラネットＨＰ開設、

メールマガジン「機構改革だより」発行等） 

・ ＩＡＥＡ報告書「安全文化」（ＩＮＳＡＧ－４）の解説資料を作成 

・ Ｊ－ＰＡＲＣ実験施設の安全対策における電磁石誤作動防止の対策

追加 

 

３． 総合評価 

 上述のとおり、改革計画に基づく取組は全て実施又は着手され、その

効果も一定程度確認できることから、改革全般については概ね達成でき

たと自己評価する。また、当初計画にはないが実施の過程で追加・変更

して臨機応変に実施した活動もあり、常に自発的に向上を目指す姿勢が

職員に見られ始めたことは、今般の改革の大きな成果と考える。 

ただし、効果の確認に期間を要するものや一層の改善を図る必要のあ

るものについて、引き続き定着・実施状況の確認を行っていく。 
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第３章 原子力機構改革の総括と結語 

 昨年１０月１日を期して開始された原子力機構改革は、主要事業である「も

んじゅ」及びＪ－ＰＡＲＣの正常化に向けた部分改革の域を超えた、職場の全

領域にわたる、職員全員の参加による原子力機構の全体改革であった。過去に

動燃改革、二法人統合等の変革の経験はあるものの、この種の改革に王道はな

く、組織統治の在り方、体制の構築、安全に係る意識改革等機関運営の全般か

ら職員一人ひとりの意識までにわたる改革を、事業の見直し・合理化と同時並

行で進める一方、絶えず進捗の状況を診断し、次の施策に反映しつつ試行錯誤

を重ねたのが集中改革のこの一年間である。 

 この間、「もんじゅ」及びＪ－ＰＡＲＣにおいては関係役職員が目標達成・課

題克服を目指した懸命の努力を傾注したが、それ以外の部署においても自らの

業務の質の向上、方法の改良、安全の徹底等の改革課題に取り組む一方、特に

部署を横断した人事異動による「もんじゅ」への人的支援が実行され、また、「も

んじゅ」事業への関心の高まりと理解の大幅な浸透が見られた。この事実は、

東電福島原発事故への対応において実質的交流及び協働が顕著になった旧二法

人の実体的統合を、今次の改革が更に増進させる効果を産んだことを示してお

り、逆境の中で見いだされた改革の思わざる成果ともいえる。 

 また、国難である東電福島原発事故対応において廃炉に係る技術開発等に関

する原子力機構の役割が加速度的に大きくなる一方、我が国唯一の総合的原子

力研究開発機関としての使命である研究開発・技術開発の手を一瞬たりとも緩

めることが許されない状況の中で改革を進めたことは、職員各層に大きな負荷

を強いるものであったが、この間にあっても質・量の低下を来すことなく着実

に科学的・技術的成果を創出し得ていることは、全職員一体で改革を前提とし

た適切な業務設計が行われたことの表れと判断される。 

 

 改革の達成結果は前章までに述べたことから、 

 

１）原子力機構改革の全般に関しては、集中改革期間中に計画した施策をほぼ

完了し、Ｊ－ＰＡＲＣの施設改修や各種の制度整備等その即時的効果が観測さ

れた事項もあるが、不断の向上を指向する姿勢や安全意識の深化・定着又は体

制構築など効果の確認に一定の時間経過が必要な項目については、集中改革期

間終了後も適切に状況の推移を確認しつつ、所管部署を中心に日常のＰＤＣＡ

サイクルの確実な実行を通じて絶えざる改良を図っていくこととなる。また、

職員の間の相互理解や連帯・協働の必要性にかかる痛切な認識の共有が今次の

改革への取組をきっかけにして広がりを見せたことも大きな成果の一つに数え

られる。 
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 したがって、原子力機構全体の改革として見た場合、所期した施策の実行を

ほぼ完了し、一定の成果を確認又はその確保の見通しが得られた、と総括する。 

 

他方、 

２）早期の再稼働実現を当面の最大目標とする「もんじゅ」については、策定

した改革基本計画及びそれに基づく実施計画の数課題を除くほぼ全施策を丹念

に実施し得たものの、改革の成否は原子力機構改革全体とは別の象限において

これを判断する必要がある。 

 すなわち「もんじゅ」では残された課題への取組の早期完了を目指すととも

に、再稼働への道程における喫緊の課題である保守管理体制及び品質保証体制

の再構築を急ぐため、現中期目標期間の間、集中改革を継続し、改革とその定

着の総仕上げを行う。 

 

 

 以上、原子力機構改革は集中改革期間での活動を通じて、当初目標とした諸

課題への取組をほぼ終え一定の成果を得たほか、部署間の協力・協調、他部署

業務への関心・理解の増進 、自発的提案による追加的改革施策の実現などの副

次的効果をももたらしたことから、今後の組織運営に向けて有効な組織変革を

なし得たものと自己評価する。 

 

 ただし、更に改革活動を延長する必要があると判断された「もんじゅ」を始

めとして、改革が改革で終わることのないよう施策の血肉化を求め続けるとと

もに、原子力研究開発機関としての目的と使命を常に念頭に全役職員が改善・

向上の工夫を継続する必要性をここに強調するものである。「常在改革」。集中

改革期間の終了は、新たな永続的改革の幕開けである。 
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第Ⅱ部 「もんじゅ」改革 
 
第１章 「もんじゅ」改革による変化及び成果の具体的事例と今後の課題 
「もんじゅ」改革は、一昨年１２月及び昨年５月の保守管理上の不備問題に

関する保安措置命令等に対する対応も包含しつつ、昨年１０月から本年９月の

一年間を集中改革期間とする改革計画において、「体制の改革」、「風土の改革」

及び「人の改革」に関する基本方針を定めるとともに、計画的に改革を推進す

るため「『もんじゅ』改革の基本計画」及び「『もんじゅ』改革の実施計画」を

策定して進めることとした。これらの計画において、表１に示すとおり、「もん

じゅ」改革に関する課題、基本方針及び１４の対策をまとめ、集中改革期間中

に実施する「短期の取組」を進めてきた。 
本章では、「もんじゅ」改革による変化及び成果の具体的事例と今後の課題を

示す。 
 

表１ 「もんじゅ」改革の課題、基本方針及び対策項目 

 
 

（１）体制の改革：発電プラントとして自立的な運営管理体制を確立 
  【対策１】理事長を本部長とする「もんじゅ安全・改革本部」による改革の推進 
  ＜成果の具体的事例＞ 
  これまで、相次ぐ事故及びトラブルへの対応の中で、経営や「もんじゅ」

幹部において十分なマネジメントを発揮できない面もあったことから、理

事長の直接指揮により「もんじゅ」改革を推進することとした。具体的に

は、「もんじゅ安全・改革本部」及び「もんじゅ安全・改革室」を「もんじ

ゅ」現地に設置した上で、理事長自らの指揮の下、もんじゅ安全・改革本

部会議（計３８回）とその下の小委員会（２つの小委員会を計３１回）を

課題
基本方針
（3項目）

対策項目
（１４項目）

① 強力なトップマネジメントにより
安全最優先の徹底

② 安全で自立的な運営管理を遂

行できる組織・管理体制の早
急な確立

③ 安全な運営管理を着実に実施
できるマネジメント能力の改善

【体制の改革】

発電プラントとして自立的な
運営管理体制の確立

【対策１】理事長を本部長とする「もんじゅ安全・改革本部」による改革の推進

【対策２】「もんじゅ」組織、支援組織の強化

【対策３】トップマネジメントによる安全確保のための経営資源の集中投入

【対策４】保守管理方法、業務の進め方の見直し

【対策５】電力会社の運営管理手法の導入

【対策６】メーカ・協力会社との連携強化

① 強力なトップマネジメントにより
安全最優先の徹底

④ 安全最優先を徹底できる組織
風土への再生

【風土の改革】

安全最優先の組織風土への
変革

【対策７】安全統括機能、リスクマネジメント及びコンプライアンス活動の強化

【対策８】安全最優先の意識の浸透

【対策９】保守管理体制・品質保証体制の強化

【対策１０】安全文化醸成活動、コンプライアンス活動の再構築

⑤ 高い技術力の育成、モチベー
ションの高揚

【人の改革】

マイプラント意識の定着と
個々人の能力を最大限発揮
できる現場力強化への改革

【対策１１】「もんじゅ」を運転する意義の浸透、マイプラント意識の定着

【対策１２】運転・保守技術等に関する教育充実、技術力を認定する制度の確立

【対策１３】原子力機構やメーカのシニア技術者による技術指導

【対策１４】「もんじゅ」の運転・保守から得られる技術を蓄積し、技術継承を図る
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開催し、「もんじゅ」改革の基本計画と実施計画を定め、１４の対策を推進

した。また、改革の進捗のフェーズごとに、外部有識者から成る「もんじ

ゅ安全・改革検証委員会」により検証を受けた。「もんじゅ安全・改革検証

委員会」からは、「改革の成果を定量的に示し、自己評価を行うこと」や「機

構や関連会社で働く人の目標を共有すること」等の助言を受け、その助言

を反映しながら改革に取り組んだ。 
 ＜今後の課題＞ 

【対策２】で述べるとおり、本年１０月１日に実施する組織再編にお

いて、「もんじゅ」を理事長直轄の組織とし、強力なトップマネジメント

により「もんじゅ」改革を加速する。 
また、保安措置命令解除後においては、理事長主導の下、「もんじゅ」

に関係する全ての取組を俯瞰し、「もんじゅ」運転再開に向けた基本方針

等をまとめる。 
 
  【対策２】「もんじゅ」組織、支援組織の強化 
 ＜成果の具体的事例＞ 
 「もんじゅ」は、これまでの事故・トラブルを通じて業務が肥大化し、

組織の責任と権限の明確化や経営層と現場の間における課題の共有化が不

十分であったことから、組織ガバナンスが有効に機能していなかった。こ

のような経緯を踏まえ「もんじゅ」を理事長直轄の組織にするとともに、「も

んじゅ」を運転・保守に専念させるため、「もんじゅ」から運転・保守以外

の業務を分離して「もんじゅ」を支援する組織を別に設置することとした。

この組織再編は、保安規定変更命令に対して昨年１２月に認可申請した保

安規定変更の中で実施することとしていたが、本年４月に予定していた原

子力機構全体の組織再編と同時期の再編には間に合わず、本年３月に認可

申請を取り下げ、再度十分に検討し、対策を見直すこととした。 
しかしながら、「もんじゅ」を理事長直轄とする等の組織再編は、改革を

加速させるために有効であることから、保安規定変更命令に対する対応と

は切り離し、本年１０月１日に実施する。 
＜今後の課題＞ 
 保安規定違反の指摘に係る要因を十分検討し、再発防止を徹底する観点

から必要に応じ体制を見直す。 
  
【対策３】トップマネジメントによる安全確保のための経営資源の集中投入 
＜成果の具体的事例＞ 

トップマネジメントにより、「もんじゅ」の運営管理を確実に実施する
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ために必要な経営資源を投入した。人材については、「もんじゅ」の幹部

を含め、他事業所からの異動（４０名）や実務経験者の中途採用（２２

名）等により大幅な投入を行った。今後「もんじゅ」における経験、知

見等を積んでいく必要はあるが、これらの人材投入による体制強化によ

って、業務の品質向上を追求できるようになりつつある。 
また、予算については、「もんじゅ」関係の安全強化に関する予算（平

成２５年度：約２４億円、平成２６年度：約１０億円）を追加措置した。 
＜今後の課題＞ 

「もんじゅ」の安全確保に必要な予算及び要員の確保について、現場

の状況に応じて適切な対応を継続していくとともに、投入した資源を現

場の安全確保や技術力の向上に着実に活かしていく。 
 

【対策４】保守管理方法、業務の進め方の見直し 
＜成果の具体的事例＞ 

保全プログラム導入時においては、限られた期間と運転・保守の経験

等の中で策定され、実効性の観点から十分検討された保全計画ではなか

った。保全計画策定後、保全の最適化に向け、「もんじゅ」の特性等を加

味し、運転・保守の経験等を基に点検内容や頻度の見直し等を計画的に

行っていくことを考えていた。しかし、計画どおりに運転経験を積むこ

とができず、またＱＭＳ導入に関する理解が十分ではないままに保全プ

ログラムを運用したこと等により、保全計画の見直しが十分に進まなか

った。これらも一因となり、未点検機器の発生、点検計画変更手続の不

備等が生じ、保守管理上の不備問題が発生した。 
未点検機器の発生を防止するため、点検計画表に点検実績と次回点検

期限を記入して管理する見直しを行い、また点検期限を自動的に示す等

の機能を有する保守管理業務支援システムを開発し、運用を開始した。

また、未点検機器の点検を完了して保全計画を見直し、昨年１１月に保

安措置命令に対する報告を原子力規制委員会に提出した。しかし、その

後の保安検査の結果において、点検実施の管理状況及び不適合処置等の

保守管理及び品質保証に係る業務の改善が十分ではないことから、保守

管理体制及び品質保証体制の再構築並びに保全計画の見直しが未だ途上

であるとの評価を受けたことから、より科学的で合理的な保全計画への

見直しを含む、保守管理方法や業務の進め方の見直しを再度実施するこ

ととした。 
保全計画の見直しでは、保安検査の指摘等を踏まえ、全ての項目につ

いて記載等の徹底的な見直しを実施し、過去の点検実績や保全の有効性
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評価等を再確認した上で、必要な点検を実施するとともに、その結果を

保全計画へ反映する見直しを実施している。このため、保全計画の見直

しは、現在も途上である。さらに、保安規定上プラント低温停止時に機

能要求のある設備について、劣化メカニズム等の技術根拠の整備とそれ

に基づく保全内容の見直しも進めている。 
業務の見直しにおいては、保守管理等に係る業務を整理し、管理スパ

ンの適正化及び業務の標準化を図り、業務品質の向上に取り組んでいる。 
＜今後の課題＞ 

保全計画の見直し作業については、保安規定上プラント低温停止時に

機能要求のある設備について、技術根拠に基づいて保全内容を見直すこ

とも含め、本年１１月までに完了する。また、自ら行う点検作業の標準

要領書も整備する。 
 

  【対策５】電力会社の運営管理手法の導入 
＜成果の具体的事例＞ 

これまでの「もんじゅ」では、電力会社のマネジメントを学んでいた

ものの、発電所運営管理に必要な常に先を読む姿勢や保全計画等の導入

背景を学ぶ姿勢が不足していたため、発電所運営管理に対する本質的な

理解が十分でなかった。そこで、こうした問題を十分に認識した上で、

電力会社の発電所運営管理に必要な手法等を取り入れていくこととした。 
新たに電力会社出身者を敦賀地区の安全・核セキュリティ統括担当理

事として置くとともに、電力会社から発電所の運営管理に精通した技術

者１４名を受け入れ、発電所運営管理手法について直接指導を受けてい

る。その結果、保守管理体制や品質保証体制の改善が進み、「もんじゅ」

において必要な発電所運営管理の根幹を成す考え方や適正な判断の基準

を学んでいる。さらに、「もんじゅ」の中堅技術者５名を電力会社へ派遣

し、電力会社の発電所の運営管理経験を積ませ、発電所運営管理能力の

習得及び向上を図っている。 
＜今後の課題＞ 

これらの取組を継続し、運転再開に向け、自ら適切に判断し、自立的

な責任ある「もんじゅ」の運営管理体制を実現する。 
 

  【対策６】メーカ・協力会社との連携強化 
＜成果の具体的事例＞ 

「もんじゅ」は、電力会社の発電所と異なり、複数のプラントメーカ

によって建設されているが、点検工事等に係る複数メーカ間の調整を十
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分に行えておらず、契約手続も複雑化していた。また、プラントの保全

を支える協力会社も電力会社と比較して未成熟であった。 
複数メーカとの連携強化案を具体化していくため、原子力機構と複数

メーカから成るタスクフォースを本年１月に設置し、タスクフォースに

おける活動を通じ、メーカの技術的知見を踏まえた保全業務等の改善策

の検討やメーカ間の調整が可能となった。また、個々の機器ごと、年度

ごとに点検に係る競争入札を行っていたことから、煩雑な作業が必要で

あった。そのため、プラントや機器等を継続的かつ安定的に保守するた

めの体制の構築及び維持に労を要していたが、「もんじゅ」の安全を何よ

りも最優先と捉える観点から、随意契約を可能とする判断基準の見直し

を行い「特命クライテリア」を定め、本年８月までに特定の４メーカと

複数年契約を締結した。 
さらに、協力会社に対して技術力の向上を促し、その結果について外

部有識者を含めた委員会で評価し、改善を図っている。 
＜今後の課題＞ 

メーカや協力会社との連携を更に強化するための取組を継続し、運転

再開を見据えて必要な技術力の強化への取組を継続する。 
 

（２）風土の改革：安全最優先の組織風土への変革 
  【対策７】安全統括機能、リスクマネジメント及びコンプライアンス活動の強化 

＜成果の具体的事例＞ 
安全統括機能を強化する観点から、これまでの原子力安全に加え、核

セキュリティも含めて一元的に統括できるよう、原子力機構の経営直轄

の組織として「安全・核セキュリティ統括部」を設置し、取組を強化し

た。具体的な活動の例として、一事業所で発生した出入管理等に係る不

備事案を受け、「もんじゅ」を含む６事業所に対し、緊急点検を実施する

とともに、担当役員による巡視を実施した。「もんじゅ」においては、本

年１０月１日に組織再編を実施することによって安全・核セキュリティ

統括部が直接関与することにより、安全や品質保証の管理機能の強化を

図る。 
また、安全・核セキュリティ統括部長の下に設置した根本原因分析（以

下「ＲＣＡ」という。）チームが「もんじゅ」に駐在して現場の状況を密

に確認することにより、より実効的な対策の提言を策定している。 
さらに、監査室と法務室を統合した「法務監査部」を設置し、リスク

マネジメントとコンプライアンス活動を一元化するとともに、従来の中

心であった会計面に原子力安全の技術的側面を加えた、より多角的かつ



48 
 

広範囲な視点による監事監査を支援するため、必要な専門性を持つ技術

系職員を加えて体制を強化した。また、民間企業において長年の安全管

理の経験を有する監事がもんじゅ安全・改革本部会議及び小委員会に参

画し、理事長が指揮する安全文化の醸成に向けた取組の現場への定着状

況等について「もんじゅ」現地で確認した。 
コンプライアンスの推進と、原子力機構全体におけるリスクを俯瞰し、

各組織におけるリスクマネジメントを強化するため、本年６月にリスク

マネジメント委員会を設置し、活動を進めている。 
＜今後の課題＞ 

「もんじゅ」と安全・核セキュリティ統括部及び法務監査部との更な

る効果的な連携強化を図っていく。 
 

  【対策８】安全最優先の意識の浸透 
＜成果の具体的事例＞ 

経営と現場との相互理解の促進、安全を最優先とする意識の役職員で

の共有及び安全意識の浸透を図る活動を実施し、安全意識の浸透を図っ

た。具体的には、「もんじゅ」関係職員と理事長との直接対話（計３０回

（うち所長同席１５回）、延べ２２６名）、所長との直接対話（計２５回、

延べ１９０名により、安全確保を最優先とするメッセージの浸透、安全

文化に対する現場の課題についての実態の把握、理事長や所長と現場職

員との相互理解の深化を図ったことによってトップダウンとボトムアッ

プを有機的に機能させた取組を促進した。また、現場からの改善意見と

して所長に対し、１３２名から１９６件の意見も寄せられ、改善活動に

取り入れた。 
安全意識の変化については、意識調査結果等から、全ての安全文化の

要素が維持又は改善傾向にあることを確認した。 
＜今後の課題＞ 

ＱＭＳに従った業務遂行の習慣が根付いていないことから、法令や規

定等の遵守に重点をおいて、今後も安全文化醸成に係る改善活動を継続

する必要がある。 
 
  【対策９】保守管理体制・品質保証体制の強化 

＜成果の具体的事例＞ 
保守管理体制に関し、保守管理上の不備問題を踏まえ、プラント保全

部を２５名増員するとともに、昨年１０月にプラント保全部を指揮する

担当所長代理を明確化し、本年６月にプラント保全部長を補佐する管理
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職２名を追加配置することにより、直面している保守管理上の不備の問

題を着実に解決するための体制の整備と管理スパンの適正化を図り、組

織マネジメントを強化した。このような体制の強化と【対策４】に示す、

「保守管理方法、業務の進め方の見直し」により、保全計画を見直すと

ともに、日々の保全活動の改善を進めている。 
本年６月に原子力安全と品質保証に係る豊富な経験を有する担当副所

長を追加配置し、品質保証体制の強化を図った。 
また、「もんじゅ」で発生する機器等の不具合やその管理について、所

長以下の全管理職で情報を共有し、不適合を検討する仕組として電力会

社の実例を参考に「是正処置プログラム（ＣＡＰ：Corrective Action 
Program）」を導入している。 

＜今後の課題＞ 
保全計画の見直し作業については、過去の点検実績や保全の有効性評

価等を再確認した上で必要な点検を実施するとともに、保安規定上プラ

ント低温停止時に機能要求のある設備について技術根拠に基づいた保全

内容に見直し、保安措置命令に対する報告の再提出を行う。 
また、保安規定変更命令に対する変更認可を申請し、必要なＱＭＳ文

書を見直す。 
今後は、迅速で確実な不適合処置及び是正処置の実施並びに品質保証

活動の実施状況について自主的な内部監査等によりＱＭＳルール遵守の

監視を強化し、組織文化として定着させる。 
 
  【対策１０】安全文化醸成活動、コンプライアンス活動の再構築 

＜成果の具体的事例＞ 
保守管理上の不備に関するＲＣＡにおいては、安全を最優先とする意

識の向上に加え、業務管理に係る改善も必要とされた。これらを踏まえ、

安全文化の醸成に向け、自らの業務について「常に問いかける」こと、

必要な情報を関係者と常に共有することなど、安全文化の観点から重要

となる視点及び事項にポイントを置きつつ、管理面での改善にもつなが

るよう、活動に取り組んだ。 
具体的には、「もんじゅ」に、新たに副所長を長とする「安全文化醸成

改革推進チーム」を設置し、安全文化醸成に係る活動全体を見直すとと

もに、小集団活動により、自らの業務について見直し、改善を図ること

に重点を置いた活動を推進した。本年３月から７月にかけ、約３０の小

集団活動チームを立ち上げ、それぞれ「保守管理上の不備のような事案

を再発させないために何をすべきか」「ルールや業務の進め方等において
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改善すべき事項はないか」等の観点から業務を見直し、テーマを選定し、

議論を重ね、具体的な改善に取り組んだ。また、チームごとの改善活動

の取組について「もんじゅ」内で発表会を行い、共有・展開を図るとと

もに、優秀な活動に対する表彰を行った。こうした活動を通じ、安全意

識の向上や業務の管理等に係る改善を図り、職員のモチベーション向上

にも配慮した。「もんじゅ」において定期的に実施した安全文化醸成意識

調査においても、全般的に改善傾向が見られた。 
＜今後の課題＞ 

安全文化醸成に向け、職員一人ひとりの意識の改革及びその徹底が図

られるよう、各組織のラインを通じ、業務管理の徹底と改善への取組を

継続する。 
 

（３）人の改革：マイプラント意識の定着と個々人の能力を最大限発揮できる 
現場力強化への改革 

【対策１１】「もんじゅ」を運転する意義の浸透、マイプラント意識の定着 
＜成果の具体的事例＞ 

東京電力福島第一原子力発電所事故以降、高速炉実用化の見通しが一

層不透明となり、「もんじゅ」の意義を見いだしにくい状況であったこと

や、保守管理上の不備に係る問題の発生等により、職員の業務に対する

使命感やモチベーション等の低下が懸念されたが、こうしたことに対す

る十分な対策及び取組が行われていなかった。そこで、職員の業務に対

する使命感とモチベーションを高め、マイプラント意識の定着を図るた

めの取組を行った。 
昨年９月に文部科学省で策定された「もんじゅ研究計画」や本年４月

に閣議決定された「エネルギー基本計画」における「もんじゅ」の政策

上の位置付け等について勉強会等を開催し、「もんじゅ」から得られるデ

ータの意義や重要性について理解を深め、「もんじゅ」を運転することの

必要性やそのために個々の職員が果たすべき責務、役割等について意識

を高める活動を進めてきた。そうした取組と並行して自発的なプラント

清掃活動や挨拶活動等の活動も始まってマイプラント意識が高まりつつ

ある。 
＜今後の課題＞ 

マイプラント意識を身近な機器やシステムに置き換えることで、自ら

の業務に対する使命感ややりがいが一層高まっていくよう、「マイ機器」

及び「マイシステム」といった、それぞれの業務を通じた改善活動を継

続する。 
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【対策１２】運転・保守技術等に関する教育充実、技術力を認定する制度の確立 
＜成果の具体的事例＞ 

「もんじゅ」においては施設の運転停止期間が長期化したこと等によ

って技術力やモチベーションの低下が懸念される状況にあったことから、

運転再開も見据え、中長期的な技術力の維持及び向上が図られるよう、

人材育成の見直し及び強化に取り組んだ。 
具体的には、中長期的な観点から「もんじゅ」に要する技術力の確保

及び強化に向け、特に、保守管理に係る技術力向上に重点を置いた上で

保守担当者の育成計画やマニュアル等の整備を行い、運用を開始した。

また、既に整備されている運転担当者の技術認定制度を参考としつつ、

保守担当者の技術認定制度をまとめ、今後試運用に入る予定である。 
一方、運転担当者についても、発電課内の運転直の各班において個々

人の能力に応じて教育及び訓練を行っているが、重要な教育訓練事項に

ついては発電課として体系的にまとめ、当直長が技術力を認定するよう

改善を図った。さらに、日々、地道に現場の安全確保に従事する者につ

いて適切な評価がなされるよう人事評価制度の運用を見直すとともに、

優秀な若手人材を抜擢登用できるよう制度の見直しを行った。 
＜今後の課題＞ 

保守管理等に関し、現状では、机上作業が多くなっている。現場の様々

な状況に応じて的確な対応が図れるよう、現場に足を運べる環境を整備

する。現場で行う作業を通じた教育、訓練等を強化するとともに、原子

炉主任技術者等の資格取得を促進し、現場技術力の向上を図る。 
 

【対策１３】原子力機構やメーカのシニア技術者等による技術指導 
＜成果の具体的事例＞ 

「もんじゅ」の長期停止のために若い世代が運転経験を積めない状況

にある一方、現場の経験と技術力を有するシニア技術者が定年を迎えて

いく。このような状況を踏まえ、「もんじゅ」に関する技術情報やこれま

での様々な経験等について、若手技術者等への技術継承を図るため、シ

ニア技術者に係るデータベースを作成するとともに、シニア技術者によ

る講習会を開催した。講習会には、「もんじゅ」及び「次世代高速炉サイ

クル研究開発センター」から若手技術者が参加したが、設計当初の知見

を理解し、原型炉と次世代炉の知見を共有し、「もんじゅ」の意義の再認

識を図ることができた。 
また、保守管理を担うプラント保全部へメーカ出身のシニア技術専門
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職を配置したことにより、民間企業の視点からの業務の効率化及び標準

化が図られた。 
＜今後の課題＞ 

運転再開に向け、今後の安全審査等の対応に際し、シニア技術者の更

なる効果的活用を図っていく。 
 

【対策１４】「もんじゅ」の運転・保守から得られる技術を蓄積し、技術継承を図る 
＜成果の具体的事例＞ 

「もんじゅ」の運転・保守から得られる成果に関し、「炉心・燃料技術」、

「機器・システム設計技術」、「ナトリウム取扱技術」、「プラント運転・

保守技術」及び「シビアアクシデントに関する安全機能確認・評価技術」

等の観点から取得・蓄積すべきデータを明確化した。また、得られたデ

ータを将来炉に役立てるための計画をまとめ、この計画に基づいて過去

にデータの蓄積のあるものから優先的にデータベースを試作した。 
＜今後の課題＞ 

４０％出力運転までに得られたデータを体系的に整理し活用を図ると

ともに、継続的にデータを蓄積し、データベースの充実や利活用促進に

必要な改善を図っていく。  
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第２章 「もんじゅ」改革の評価 
１． 職員の意識変化 
改革に係る職員意識調査における「もんじゅ」の職員の回答結果のうち、改

革に対する意識の変化を図２に示す。職場で改革の議論が進み、改革の実感や

改革成功への自信が持てるようになってきている。また、役員の改革への熱意

が伝わっていることも現れている。 
本年３月の保安検査において新たな保安規定違反が指摘され、結果として昨

年秋までに実施した保全計画の見直し作業をやり直す事態に陥ったことから、

本年６月の調査では、改革の実感や自信を持てないとの意識を持つ職員が多く

なった。その作業の目途が得られつつある同９月においては、意識の変化とし

て改善傾向が表れてきている。 
 

 
図２ 意識調査結果（改革への意識変化及び役員との信頼関係） 

 
次に安全文化に係る意識の変化を図３に示す。安全文化に係る意識について

も全て改善傾向にあることが確認された。安全意識や業務責任の明確化等、全

ての項目が上昇しており、改革が進展していることが伺える。 
また、コミュニケーションも改善されているが、部署間の連携については、

まだ低いレベルであり、品質保証の活動が横串機能として有効に機能できてい

ないことが最大の要因であると考えられ、今後も具体的に対策を強化する必要

がある。 
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図３ 意識調査結果（安全文化に係る意識の変化） 

 
２．各対策の自己評価 
「もんじゅ」改革に係る成果の達成度について、対策ごとに、①達成目標に

対し、改革の成果が得られているか、②当初計画どおりに進捗しているかの観

点から、「優」、「良」、「可」及び「課題あり」の４段階で自己評価した。本年

９月時点における各対策の評価と特記事項は以下のとおりである。 
 
（１）体制の改革：発電プラントとして自立的な運営管理体制を確立 

理事長の強力なトップマネジメントにより、経営資源（予算・人員）を

集中的に投入し、「もんじゅ」の運営強化と保守管理等に係る人員の増強を

図った。 
今後は、保守管理体制及び品質保証体制の再構築を行い、継続的にそれ

らが改善されていく体制に改革する。 
   

【対策１】理事長を本部長とする「もんじゅ安全・改革本部」による改革の推進 
評価：今後も改革を推進し、その定着の確認が必要。「良」 

○理事長を本部長とする「もんじゅ安全・改革本部」を設置して改

革を推進し、発生した課題に対してトップマネジメントによって

迅速に対応した。 
○今後も改革を推進するため、「もんじゅ安全・改革本部」を存続する。 

【対策２】「もんじゅ」組織、支援組織の強化 
評価：遅れて組織再編し、ＲＣＡ結果によっては再度組織再編の可能性。
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「可」 
○本年１０月１日に、理事長直轄により「もんじゅ」の運転及び保

守に専念できるよう組織再編を実施する。 
○ＲＣＡ結果によっては再度組織再編が必要になる可能性がある。

今後、組織が有効に機能するようフォローアップが必要である。 
【対策３】トップマネジメントによる安全確保のための経営資源の集中投入 
評価：経営資源確保の努力を今後も継続する必要。「良」 

○トップマネジメントによって経営資源を集中的に投入し、保守管

理に必要な人員を配置し、業務負荷を軽減した。 
○今後も適切に経営資源の確保の努力を継続する必要がある。 

【対策４】保守管理方法、業務の進め方の見直し 
評価：保全計画の見直しが未だ継続中。「課題あり」 

○「保守管理業務支援システム」を導入し、点検期限等の的確な管

理を開始した。 
○改革の発端となった保守管理上の不備問題に対する対策である

保全計画の見直し作業に時間を要しており、作業の質や手続等を

十分精査しながら、作業を完了させる必要がある。 
【対策５】電力会社の運営管理手法の導入 
評価：着実に電力会社の運営管理手法を導入している。「優」 

○電力会社の技術者を受け入れ、指導及び助言を受けることによ

り、発電所運営管理能力が向上した。 
○電力会社の原子力発電所に職員を派遣し、実務を通じて発電所運

営管理を習得している。 
【対策６】メーカ・協力会社との連携強化 
評価：体制は整い、継続的改善により連携強化を図る。「良」 

○原子力機構と複数メーカから成るタスクフォースを設置し、複数

メーカとの連携強化とメーカ間の調整を図った。 
○プラント安全の継続的、安定的な管理を目的としてメーカとの随

意契約の仕組を見直した。 
○協力会社の技術力向上等を促進した。協力会社と連携し、運転再

開に向け技術力を一層強化する。 
 

（２）風土の改革：安全最優先の組織風土への変革 
理事長や所長が職員と直接意見交換し、安全を最優先とする意識の浸透

が図られつつあるため、今後も安全文化醸成活動を継続する。 
品質保証に係る「もんじゅ」内での横串機能の強化のため、品質保証活
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動に係る定期的な監査等に取り組み、ＱＭＳに従った業務遂行の習慣を根

付かせる。 
 
【対策７】安全統括機能、リスクマネジメント及びコンプライアンス活動の強化 
評価：体制は整い、継続的取組により定着を図る。「良」 

○「安全・核セキュリティ統括部」を設置し、「もんじゅ」の現場

状況を密に確認しながらＲＣＡを行うことにより、実効的な対策

提言がなされている。 
○もんじゅ安全・改革本部会議及び小委員会に民間企業で安全管理

を実施していた監事がオブザーバ参加することにより、理事長が

指揮する安全文化の醸成に向けた取組の現場への定着状況等に

ついて「もんじゅ」現地で確認を受けた。 
【対策８】安全最優先の意識の浸透 
評価：意識改革は進んでいるが、継続的取組が必要。「良」 

○経営層と現場の直接対話等、トップダウンとボトムアップを有機

的に組み合わせた活動により、安全を最優先とする意識の浸透が

図られつつある。 
○安全文化醸成の評価では、全ての安全文化の要素について維持又

は改善傾向を示した。 
【対策９】保守管理体制・品質保証体制の強化 
評価：保守管理体制及び品質保証体制の再構築が途上。「課題あり」 

○ＱＭＳに従った業務遂行の習慣が十分に根付いておらず、集中改

革期間中の保安検査において保安規定違反との指摘を受けたこ

とから、体系的で使いやすいＱＭＳへの継続的な改善が必要。 
○品質保証室を強化し、ＱＭＳの改善と「もんじゅ」横断的なチェ

ック・監督機能（横串機能）を強化する必要がある。 
【対策１０】安全文化醸成活動、コンプライアンス活動の再構築 
評価：安全文化は改善されているが十分ではない。「可」 

○小集団で自らの業務を見直していく活動に重点を置き、安全文化

の醸成活動に取り組んだ。その結果、安全文化の要素の維持又は

改善傾向を確認した。 
○ＱＭＳに従った業務遂行の習慣が十分に根付いていない。 

 
（３）人の改革：マイプラント意識の定着と個々人の能力を最大限発揮でき

る現場力強化への改革 
保守担当者の育成計画を作成して試運用を開始するとともに、シニア技
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術者を活用し、設計当初の知見が若い世代に継承されつつある。 
今後は、中長期的な観点から「もんじゅ」に必要な技術力を確保・強化

できるよう、各種対策を継続的に進めることが重要である。 
 

【対策１１】「もんじゅ」を運転する意義の浸透、マイプラント意識の定着 
評価：意識改革は進んでいるが、継続的取組が必要。「良」 

○職員の自主的活動が展開されるなど改革によって職員の中にマイ 

プラント意識及び改革・改善の意識が芽生えてきている。 
○「もんじゅ」の意義を再認識することにより、職員の業務に対す

る使命感やモチベーションを高めることができた。 
【対策１２】運転・保守技術等に関する教育充実、技術力を認定する制度の確立 
評価：育成計画を策定したが、継続的育成が必要。「良」 

○中長期的な観点から「もんじゅ」に必要な技術力を確保、強化で

きるよう、個人ごとの育成計画を策定し、継続的に技術力を向上、

強化する基礎ができた。 
○保守担当者の育成計画の運用を開始することで、現場技術力の強

化の基礎ができた。 
【対策１３】原子力機構やメーカのシニア技術者等による技術指導 
評価：技術継承が図られたが、継続的取組が必要。「良」 

○シニア技術者から設計当初の知見が若い世代に継承されつつあ

る。 
○運転再開に向け、今後の安全審査等の対応に際し、シニア技術者

の更なる効果的活用を図っていく。 
【対策１４】「もんじゅ」の運転・保守から得られる技術を蓄積し、技術継承を図る 
評価：データの蓄積は今後であるが、基盤を構築。「良」 

○データベース化により、技術情報を体系的に蓄積できる基礎がで 

きた。 
 

３． 総合評価：改革途上 
組織、人員、制度など器は揃ってきたが、改革の定着と自立的な改善への取

組が必要である。 
改革の発端となった保守管理上の不備問題に対しては、保守管理体制及び品

質保証体制の再構築並びに保全計画の見直しを実施した上で、改革の総仕上げ

を図っていく必要がある。 
 

○保守管理上の不備問題が集中改革期間内に解決できなかったことを反省
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し、全精力を結集して確実に現在の取組を継続し、ＱＭＳに従った業務

遂行の習慣を根付かせていくことが不可欠である。 
○小集団活動などボトムアップ的な改革の動きが自発的に出てきたことは

評価できるので、このような動きも活性化していくことが重要である。 
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第３章 今後の課題と対応（「もんじゅ」改革第２ステージ） 
改革計画では、保守管理体制及び品質保証体制の再構築を求められた保

安措置命令に対して昨年実施したＲＣＡだけではなく、これまでの事故・

トラブルにおいて実施されたＲＣＡ結果も踏まえて、１４の対策を策定し

た。しかし、本年３月の平成２５年度第４回保安検査後に原子力規制庁か

ら、原子力規制委員会へ「根本原因分析に係るヒアリングにおける当庁の

指摘を機構全体として共有するとともに、それを踏まえＲＣＡを再検討す

ることが必要である。」との報告がなされ、現在、原子力機構は、ＲＣＡの

再検討を実施しており、その過程で、以下の４つの組織要因が抽出されて

きている。 
○組織要因１：管理機能の不足 

管理者の所掌範囲が過大であるにも関わらず、管理者自らがプレーヤ

ーとなりマネージャーとしての意識が不足していたため、業務の段取り

の整備状況や担当者の業務実施状況の確認を自ら行っておらず、保守管

理における管理機能が十分に発揮されていなかった。 
○組織要因２：横串機能の不足 

組織としてルール遵守意識が不足しており、これを是正すべき品質保

証室等による横串機能が十分に働いていなかった。また、保全プログラ

ム開発等への計画的取組のための調整、管理機能やサポート体制が不足

していた。 
○組織要因３：保全に係る技術基盤の整備不足 

保全計画や点検管理システムが構築途上にあるにも関わらず、保守管

理に係る課題に対し本質的な対応（保守管理に係る要領類や保全計画の

見直し、点検要領標準化への取組、ＱＭＳ理解への取組等）が十分でな

く、また、これらを実施する要員、体制が不十分であった。 
○組織要因４：安全最優先の意識と取組の不足 

点検期限超過等の保守管理状況の実態把握が不足して、現場の安全を

最優先とする意識や資源確保等への取組が不足していた。また、過去の

ＲＣＡの対策取組へのフォローも不足していた。 
 

これらの組織要因に対する対策の多くは、すでに１４の対策の中で実施

しているところである。しかし、第１章に記載したように、未だ完了して

いない対策や今後も強化すべき対策が残っている。 
現在、最も優先して取り組むべき課題は、原子力規制委員会からの保安

措置命令に対応する、保守管理体制及び品質保証体制の再構築である。こ

のような状況を踏まえ、ＲＣＡでの組織要因を解消していく。また、この
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１年間の改革の総仕上げを行っていくとの観点から、今後集中的に取り組

むべき課題を以下のように 3 つに整理する。 
【課題１】保守管理体制の再構築と継続的改善 
【課題２】品質保証体制の再構築と継続的改善 
【課題３】現場技術力の強化 
 
これを組織要因との関連で整理すると、「管理機能の不足」及び「保全に

係る技術基盤の整備不足」は【課題１】に、「横串機能の劣化」及び「安全

最優先の意識と取組の不足」は【課題２】に集約し、これらの体制を再構

築し、定着を図るための基礎能力の向上と運転再開を見据えた現場技術力

の強化を図っていくため【課題３】を設定する。 
 
再整理した、【課題１】から【課題３】の対策について、ＱＭＳに基づい

た改革計画を策定し、本年１０月実施予定の理事長マネジメントレビュー

の結果を反映して確定する。 
 
これらの改革は、「もんじゅ安全•改革本部」による強力なトップマネジ

メントの下に「もんじゅ」改革第２ステージとして推進していく。改革の

進捗の節目には、引き続き「もんじゅ安全・改革検証委員会」の検証を受

け、その指摘を取り入れながら進める。 
まずは、改革の発端となった原子力規制委員会からの命令に係る改革の

仕上げを本年１１月まで集中して行い、再報告及び保安規定変更認可申請

を行う。これらの対策を具体化し、来年３月までに確実に実施し、定着を

図る。 
 
当面の最大の課題である、保守管理体制及び品質保証体制の再構築によ

る保安措置命令解除に向けた対応予定を図４に整理する。 
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図４ 保安措置命令解除に向けた対応予定 

 
【課題１】保守管理体制の再構築と継続的改善 

集中改革期間中の大幅な人材投入により、保守経験を有する技術者を

確保するなど、保守管理体制が強化された。また、本年１０月１日に組

織を再編し、当面の保守管理上の不備に係る問題の解決の加速を図る。 
まずは、保全計画の全ての項目について記載等を見直し、過去の点検

実績や保全の有効性評価等を再確認した上で、必要な点検を実施し、そ

の結果を保全計画へ反映する見直しを実施する。また、長期停止中であ

ることを考慮し、保安規定上プラント低温停止時に機能要求のある設備

について技術根拠を整備し、それに基づく保全内容の見直しを行う。ま

た、点検を確実かつ効率的に実施するため、原子力機構自らが行う点検

作業の標準化を進め、「標準作業要領書」を整備する。 
加えて、「保守管理業務支援システム」の本格運用により点検期限が管

理され、機器の点検が適切に実施されているが、今後もマイシステムと

していくために改善を継続する。 
世界初の高速炉保全プログラムの確立に向け、プラント状態に照らし、

設備・機器の運転保守経験を踏まえ、技術根拠を整備し、保全計画を段

階的に見直していく。 
さらに、発電所の確実な安全確保のためにはメーカ及び協力会社との

連携強化が不可欠であることから、本年１月に設置した原子力機構と複

本年度第３回保安検査（１２月頃）から確認を受けることを目標に、全精力を結集して作業中
スケジュールありきではなく、作業の質と手続きが十分であることを確認しつつ実施中
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数メーカから成るタスクフォースについて、協力会社も加えた形に拡充

し、メーカ及び協力会社と一体となった体制として強化する。また、原

子力機構と協力会社が共同で研修を実施する等、継続的な技術力の強化

を図る。 
 

【今後対応する主な改善点】 
 当面の保守管理上の不備問題解決の加速を図るため、組織再編におい

て保修計画課を分化し、保全計画の管理及び改善を専門に行う「保全

計画課」を新設（本年１０月まで） 
 保安規定上プラント低温停止時に機能要求のある設備について技術根

拠に基づく保全内容の見直しも含めた保全計画の見直し（本年１１月

まで） 
 原子力機構職員自らが行う点検作業の標準化と「標準作業要領書」の

整備（本年１１月まで） 
 複数メーカに加え協力会社が参加するタスクフォースへの拡充（本年

１０月まで）、技術力向上に向けた対策の具体化（来年３月まで） 
 

 【課題２】品質保証体制の再構築と継続的改善 
「もんじゅ」においてＱＭＳに従った業務遂行が未だ十分に根付いて

いないのは、品質保証の根幹の理解が十分に浸透していないことや品質

保証室等による横串機能が十分に機能していないことが原因であると考

える。 
そのため、各室課に品質保証の担当者を配置することにより品質保証

に係る横串機能を強化して、必要なＱＭＳの再整理及び定着化、ＱＭＳ

に基づく手続のチェックや教育を強化する。 
プラントの保守管理にとって重要な不適合情報等を「もんじゅ」の幹

部が迅速に把握し、的確に管理していくため、ＣＡＰを本格導入する。

加えて、保守管理に係るＱＭＳの確実な履行を図るため、プラント保全

部に内部監査の仕組を構築する。 
自立的で責任ある運営管理体制を目指し、「業務管理表」の作成と管理

により、管理者の的確な業務管理によるマネジメント機能の強化を図る。 
また、不適合処置及び是正処置に対して迅速かつ的確な対応を図るた

め、不適合管理委員会等を継続的に改善する。 
現場の安全重視の観点から、所長や所幹部が現場を巡回して現場状態

を十分把握するための活動を実施する。来年１月までは試行段階とし、

現場巡回を毎日実施する。巡回による気づきについては、日々の保全活
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動にフィードバックするとともに、定期的に現場巡回による効果を確認

し、改善を図る。 
 
【今後対応する主な改善点】 
 各室課に品質保証の担当者を配置し、品質保証の横串機能を強化（本

年１１月まで） 
 不適合情報の迅速な把握と的確な管理を図るため、ＣＡＰを本格導入

するとともに不適合管理委員会等を改善（本年１１月まで） 
 プラント保全部に品質保証に係る内部監査の仕組を構築（本年１１月

まで） 
 管理者のマネジメント機能の強化に向けて「業務管理表」の作成と運

用の開始（本年１１月まで） 
 所長や所幹部の毎日の現場巡回による現場把握の強化（本年１０月よ

り試行し、来年２月に制度化） 
 

【課題３】現場技術力の強化 
中長期的な観点から「もんじゅ」に必要な技術力を確保、強化でき

るよう、運転担当者及び保守担当者に必要な技術力を個人ごとに設定

した上で育成計画を策定する。運転再開を見据えた必要となる技術力

の習得に向け、法令要求のある資格取得を含むＯＪＴを中心とした人

材育成により技術力の強化を図る。また、机上業務が増加している状

況にあっても現場へ足を運び、作業に従事する時間を確保し、現場に

おいて必要な技術情報や資料を適宜確認できる効率的な対応が図られ

る環境を本年１２月までに整備する。さらに、メーカや協力会社の作

業員が現場でコミュニケーションを図れるスペースを確保するなど、

現場作業環境を改善する。 
さらに、業務品質の向上の観点から、ＱＭＳの基礎となるＩＳＯ９

００１に関する研修等の受講を促進し、現場のＱＭＳに係る理解の底

上げを図る。 
安全審査対応経験のあるシニア技術者の活用等により、新規制基準

対応に要する技術力の習得、向上や若手技術者等への技術の継承を図

る。また、運転再開を見据え、様々な状況においても冷静に対応でき

るよう、運転員の育成、強化に取り組む。 
運転再開を見据えた場合、メーカの技術力維持、協力会社の技術力

強化と原子力機構との連携強化が重要であるため、タスクフォースで

具体策を検討し、実現を図る。 
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【今後対応する主な改善点】 
 運転担当者及び保守担当者の個人ごとの育成計画の策定（来年３月ま

で） 
 現場作業従事の時間確保を図るための環境整備（本年１２月まで） 
 タスクフォースにより、メーカの技術力維持、協力会社の技術力強化

に向けた連携策を検討し実現する（来年３月まで） 
 メーカや協力会社の作業員が現場でコミュニケーションを図れるス

ペースを確保する等の現場作業環境の改善（来年３月まで） 
 ＱＭＳに関する研修等受講の促進（継続） 
 運転再開を見据えた運転員の育成（継続） 
 法令要求のある資格取得の促進（継続） 
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第４章 集中改革期間中の「もんじゅ」改革の総括 
高速増殖原型炉もんじゅにおいては、過去に少なからぬ事故・トラブルを

経験したが、その都度対症的な処置を繰り返し、組織・体制の根幹や職員個々

の意識にまで踏み込んだ見直しに至らなかった。このことの真率な反省に立

ち、さらに、「もんじゅ」事業の成否が原子力機構自体の存立に大きく影響す

るとの痛切な認識の下に今回の改革が開始された。 
改革の実際においては、集中改革期間の一年間にわたって「もんじゅ」改

革の基本計画及び実施計画に基づき、１４の対策について関係する全役職員

が広範・大規模かつ多岐にわたる活動を展開した。活動の一端は以下の数字

によってもうかがわれる；理事長主催「もんじゅ」安全・改革本部会議及び

小委員会の開催：６９回／理事長直接対話者数：２２６人／所長対話集会者

数：１９０名、等。 
また、「もんじゅ」への全原子力機構規模の支援も過去に例のない規模に及

んだ；所長以下「もんじゅ」幹部人事の刷新・増強／他拠点から４０名の人

事異動／実務経験者２２名の採用／電力会社から１４名の専門家受入れ／２

年度にわたって３４億円の追加予算措置、等。 
 
この改革の結果、以下の事項をはじめとする一連の成果が職員からの意見

聴取や意識調査等を通じて確認されたことから、改革によって一定の成果が

得られたと考えられる。 
・職員における安全最優先の意識の浸透、コミュニケーションの深化・高密

度化及び改革・改善意識の高まり並びに職員間での自主的・自発的活動（小

集団活動等）の発生及び展開。 
・もんじゅ安全・改革本部等を通じたトップマネジメントによる改革の直接

的指揮及び人員・予算の機動的な追加投入。 
・組織改編による「もんじゅ」の理事長直轄組織化及び運転・保守への特化

並びに専属支援組織の設置（いずれも本年１０月実施予定）による保守管

理不備問題解決策の強化。 
・ＣＡＰ等電力会社の運営管理手法の導入とメーカ・協力会社との連携強化。 

 
一方、今回の改革の発端となった「もんじゅ」の保守管理不備上の問題に

対しては、昨年１１月に保安措置命令に対する報告を行ったが、その後の保

安検査において更に保安規定違反との判断がなされ、保守管理体制及び品質

保証体制の再構築並びに保全計画の見直しが未だ途上であるとの評価が下さ

れた。現在、この状況の速やかな克服を目指して、保全計画の見直しを含む、

保守管理方法や業務の進め方の見直し等の必要な作業を進めている。これら
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を通じて、「もんじゅ」が今後直面する様々な状況に対し、常に能動的かつ自

律的に自己改善が可能な組織体として機能し得るよう、再生を図っていかな

ければならない。今一つの「もんじゅ」再生の鍵は、原子炉の安全確実な管

理の基本を成す技術力の強化である。「もんじゅ」の大目標である運転再開に

向けての、保安措置命令解除及び新規制基準への対応を経て性能試験再開に

至る道程において、「もんじゅ」職員が発電所運転にふさわしい高い技術力を

身に備えることは不可欠の要件であり、人材育成計画の策定や現場の実践教

育をきめ細かに充実させるとともに、改革で高まった職員の目的意識が自発

的技術力強化の動きにつながっていくことを目指す。 
 
以上、集中改革期間中の「もんじゅ」改革を総括すれば、当初に抽出した

課題に対する取り組みの一部を除いてほぼ実施することができ、その結果、

一定の成果を確認したものの、大目標である運転再開へ向けての保安措置命

令解除のための課題及び一層の改善・向上を目指した活動が依然として残り、

今回の改革成果の定着及び劣化防止の狙いも含め、更に改革の取り組みを重

ねることが必要と判断される。 
このため、「もんじゅ」改革については、課題を再整理し、独立行政法人と

しての大きな節目となる現中期目標期間（平成２６年度まで）の間、集中改

革を継続し、改革とその定着の総仕上げを行う。 
まずは、改革の発端となった原子力規制委員会からの命令に対し、「もんじ

ゅ」改革を本年１１月まで集中して行い、再報告及び保安規定変更認可申請

を行った上で保安検査等において確認を受け、来年３月までに保安措置命令

の解除又はそれに向けての明確な目途を得る。その他の改革については、対

策を具体化し、来年３月までに確実に実施する。新しい中期計画が開始する

来年４月には、国民から信頼され、自立的にＰＤＣＡが回る組織に再生した

「もんじゅ」として再出発していくことを目標とする。再生した「もんじゅ」

は、「不断の努力により、自発的に安全を追求し、国民の付託に応え、高速増

殖原型炉としての成果を発信することにより、社会への貢献を果たせる組織」

を目指していく。 
 

以上 
 


